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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
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を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源のシフトによる光軸の傾
きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の
対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射した際に前記第２の対物レンズの傾きが
１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする光ピック
アップ装置の組立方法。
【請求項２】
　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生
するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の光源からの光束を入
射した際に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸
の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記レ
ンズホルダに対する前記第２の対物レンズの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする光ピック
アップ装置の組立方法。
【請求項３】
　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
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、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生
するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の光源からの光束を入
射した際に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射し
た際に前記第２の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以
下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする光ピック
アップ装置の組立方法。
【請求項４】
　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
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　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源のシフトによる光軸の傾
きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の
対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生するコマ収差
が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を、前記第３光情報記録媒
体の情報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、
前記レンズホルダに対する前記第２の対物レンズの傾きを調整するステップと、を有する
ことを特徴とする光ピックアップ装置の組立方法。　　　
【請求項５】
　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源からの光束を入射した際に前記第１の対物レ
ンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である特性を有し、前
記第２の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸
の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記レ
ンズホルダに対する前記第２の対物レンズの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする光ピック
アップ装置の組立方法。
【請求項６】
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　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源からの光束を入射した際に前記第１の対物レ
ンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である特性を有し、前
記第２の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射し
た際に前記第２の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以
下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする光ピック
アップ装置の組立方法。
【請求項７】
　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
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記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源からの光束を入射した際
に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下で
ある特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸の傾きが
１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする光ピック
アップ装置の組立方法。
【請求項８】
　３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と
、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と
、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と
、第１の対物レンズと、第２の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レ
ンズとを保持するレンズホルダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記
アクチュエータを支持するアクチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介
して、前記第１の光源からの光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっ
ており、又、前記第２の光源からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を
行うことが可能となっており、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束
を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光さ
せることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記
光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前
記対物レンズとの相対的な傾きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生
装置に搭載される光ピックアップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源からの光束を入射した際
に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下で
ある特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射した際に前
記第２の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である
特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
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　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする光ピック
アップ装置の組立方法。
【請求項９】
　前記シフト調整処理は、調整すべき前記光源を基準光軸直交方向に移動させることで行
うことを特徴とする請求項１～３，５～８のいずれかに記載の光ピックアップ装置の組立
方法。
【請求項１０】
　前記第１の光源と前記第２の光源とが同一の筐体内に収容されていることを特徴とする
請求項１～６のいずれかに記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項１１】
　前記第２の光源と前記第３の光源とが同一の筐体内に収容されていることを特徴とする
請求項１、２，４～７のいずれかに記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項１２】
　前記第１の光源と前記第２の光源とが同一の筐体内に収容されており、前記筐体には、
一方の光源からの光束の出射方向を変更する光軸補正素子が位置調整可能に取り付けられ
ており、前記シフト調整処理は、前記光軸補正素子の光軸方向の移動もしくは光軸に垂直
な面内における位置移動によって行うことを特徴とする請求項２，３，５～８のいずれか
に記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項１３】
　前記第２の光源と前記第３の光源とが同一の筐体内に収容されており、前記筐体には、
一方の光源からの光束の出射方向を変更する光軸補正素子が位置調整可能に取り付けられ
ており、前記シフト調整処理は、前記光軸補正素子の光軸方向の移動もしくは光軸に垂直
な面内における位置移動によって行うことを特徴とする請求項１～３，６～８のいずれか
に記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項１４】
　前記光ピックアップ装置は、前記第１～前記第３光情報記録媒体のうち少なくとも２つ
の光情報記録媒体の情報記録面から反射した光束の少なくとも一部を分離させる分離手段
と、前記反射光を受光する光検出器と、前記分離手段と前記光検出器との間に配置された
光軸補正素子とを有することを特徴とする請求項１～１３のいずれかに記載の光ピックア
ップ装置の組立方法。
【請求項１５】
　前記光ピックアップ装置は、光源から出射した光束を記録又は再生用のメインビームと
、トラッキングエラー信号検出用のサブビームに分離するための回折格子素子を有し、前
記サブビームにおいて光情報記録媒体の情報記録面上での結像スポットの収差は０．０７
λｒｍｓ以下であることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の光ピックアップ装
置の組立方法。
【請求項１６】
　前記レンズホルダは、前記第１の対物レンズ又は前記第２の対物レンズの主点を略中心
とした球面の一部を含む支持部を有することを特徴とする請求項２、４、５のいずれかに
記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項１７】
　前記レンズホルダに対して、傾き調整をすべき対物レンズを非接触な状態に保持したま
ま、その傾きを調整した後に、前記レンズホルダと前記傾き調整がされた対物レンズとの
間の空間に接着剤を充填して、両者を固定することを特徴とする請求項２、４，５のいず
れかに記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項１８】
　前記レンズホルダに対して前記第１の対物レンズ又は前記第２の対物レンズの傾きを調
整する際に、調整する対物レンズを保持するアームとの干渉を回避するための凹部を前記
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レンズホルダに形成したことを特徴とする請求項２、４、５及び１６，１７のいずれかに
記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項１９】
　前記相対傾き変更手段は、前記レンズホルダを傾けることを特徴とする請求項１～１８
のいずれかに記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項２０】
　前記相対傾き変更手段は、前記対物レンズ及び前記光源を含む光学系全体を傾けること
を特徴とする請求項１～１８のいずれかに記載の光ピックアップ装置の組立方法。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれかに記載の光ピックアップ装置の組立方法により組み立てられ
たことを特徴とする光ピックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  本発明は、光ピックアップ装置の組立方法及びそれにより組み立てられる光ピックアッ
プ装置に関し、特に、複数の対物レンズを有する光ピックアップ装置の組立方法及びそれ
により組み立てられる光ピックアップ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、波長４００ｎｍ程度の青紫色半導体レーザを用いて、情報の記録／再生を行える
高密度光ディスクシステムの研究・開発が急速に進んでいる。一例として、ＮＡ０．８５
、光源波長４０５ｎｍの仕様で情報記録／再生を行う光ディスク（以下、本明細書ではか
かる光ディスクを「高密度ＤＶＤ」と呼ぶ）では、ＤＶＤ（ＮＡ０．６、光源波長６５０
ｎｍ、記憶容量４、７ＧＢ）と同じ大きさである直径１２ｃｍの光ディスクに対して、１
面あたり２０～３０ＧＢの情報の記録が可能である。
【０００３】
　ところで、このような高密度ＤＶＤに対して適切に情報を記録／再生できるというだけ
では、光ピックアップ装置の製品としての価値は十分なものとはいえない。現在において
、多種多様な情報を記録したＤＶＤやＣＤが販売されている現実をふまえると、高密度Ｄ
ＶＤに対して適切に情報を記録／再生できるだけでは足らず、例えばユーザーが所有して
いる従来のＤＶＤ或いはＣＤに対しても同様に適切に情報を記録／再生できるようにする
ことが、互換タイプの光ピックアップ装置として製品の価値を高めることに通じるのであ
る。このような背景から、互換タイプの光ピックアップ装置に用いる集光光学系は、低コ
ストで簡素な構成を有することは勿論であり、それに加えて高密度ＤＶＤ、従来のＤＶＤ
、ＣＤいずれに対しても、適切に情報を記録／再生するために所定のスポット光量を確保
することが望まれている。このような互換タイプの光ピックアップ装置の例は、例えば以
下の特許文献１に記載されている。
【特許文献１】特開２００２－２９８４２２号公報
【特許文献２】特開２００１－６０３３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかるに、上記特許文献１、２においては、単一の対物レンズ（レンズ群）で３波長帯
域の光束を、それぞれに対応した光ディスクに対して小さな収差で結像させる設計（トリ
プル互換方式）となっているため、コスト的には好ましいものの、各々の波長に対する設
計マージンが小さく、一般的に設計が難しいという問題がある。また特に、特許文献２に
よる２枚玉構成の対物レンズを用いたトリプル互換方式では、両対物レンズの軸合わせに
高い精度が要求されるという問題、あるいは光軸方向の厚みが大きくなるという問題があ
る。従って、単一の（１群の）対物レンズによってトリプル互換を達成することは、量産
性、サイズの面から不利であるといえる。
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【０００５】
　これに対し、例えば高密度ＤＶＤに対して記録光又は再生光を集光させる対物レンズと
、ＤＶＤとＣＤに対して記録光又は再生光を集光させる対物レンズとを別に設け、光ディ
スクの種類に応じて対物レンズを切り替えることでトリプル互換を実現する光ピックアッ
プ装置も開発されている。しかるに、光ディスクが装填される部位は通常１カ所であるか
ら、光ディスクに応じて、使用する対物レンズを切り替えて用いる必要が生じるが、２つ
の対物レンズを別に設けることにより、適切な情報の記録及び／又は再生を行うために、
個々の対物レンズについて対応する光ディスクの傾き等に対するコマ調整を行わなければ
ならない。例えば、記録及び／又は再生時に、光ディスクと対物レンズの相対的な傾きを
変更できる相対傾き変更機構を設ければ、光ピックアップ装置の組立て時に、対物レンズ
にシフトや傾きが生じていたとしても、ある程度その影響を補正できる。しかしながら、
傾角が大きくなると上述の相対傾き変更機構の負担も大きくなるため、対物レンズのシフ
トや傾きは極力抑えることが好ましい。
【０００６】
　ここで、２つの対物レンズともにコマ収差の小さいものをレンズホルダを介してアクチ
ュエータに取り付けた上で、光ディスクの傾きに応じてアクチュエータベースを光ディス
クに対して角度調整を行い、両対物レンズのコマ収差を抑制することも考えられる。しか
し、この手法だと、対物レンズ単体のコマ収差が小さくなければならず、そのような対物
レンズの生産が難しいという問題がある。又、２つの対物レンズをレンズホルダを介して
アクチュエータに接着する際、両レンズの光軸が光ディスクに対して垂直になるよう調整
する方法も考えられるが、この手法の場合、両レンズが有するコマ収差の差を十分補正で
きず、どちらか一方のコマ調整を優先するか、もしくは中間的なコマ調整を行うしかない
という問題もある。更には、３つの異なる波長の光源の、組み立て上の位置ズレに伴うコ
マ収差を補正することができないなどの問題もある。
【０００７】
　本発明は、かかる従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、３つの異なる波長の
光束と２つの対物レンズとを組み合わせて、３種類の光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行うことができる光ピックアップ装置を組み立てる際に、組立時の手間
を軽減できると共に、適切な情報の記録及び／又は再生を可能とする光ピックアップ装置
を得ることができる光ピックアップ装置の組立方法及びそれにより組み立てられる光ピッ
クアップ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項４に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを
満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを
満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを
満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２の対物
レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホルダと、
前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するアクチュ
エータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を
、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源からの
光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録面に集
光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、前記
第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護
層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び
／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックアップ装
置の組立方法であって、
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　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源のシフトによる光軸の傾
きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の
対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生するコマ収差
が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を、前記第３光情報記録媒
体の情報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、
前記レンズホルダに対する前記第２の対物レンズの傾きを調整するステップと、を有する
ことを特徴とする。
【０００９】
　まず、「像高優先設計」及び「傾角優先設計」について説明する。像高優先設計とは、
球面収差と正弦条件が補正された設計をいう。図１（ａ）、（ｂ）は、光源ＬＤと、対物
レンズＯＢＪと、光ディスクＯＤからなる系を示す概略図である。本来的には、図１（ａ
）の点線の光源ＬＤと実線の対物レンズＯＢＪ、或いは図１（ｂ）の実線の光源ＬＤと点
線の対物レンズＯＢＪの関係のように、光ディスクＯＤの法線と対物レンズＯＢＪの光軸
が一致し、これらを含む直線Ｌ上に光源ＬＤがあるような配置（理想配置）が好ましい。
この理想配置に対して、図１（ａ）に示すように光源ＬＤが直線Ｌに対して光軸直交方向
にシフトすると、光ディスクＯＤの情報記録面に結像されるスポットＡにコマ収差が発生
する。一方、理想配置に対して、図１（ｂ）に示すように対物レンズＯＢＪが直線Ｌに対
して角度θ傾く（チルトする）と、光ディスクＯＤの情報記録面に結像されるスポットＢ
にコマ収差が発生する。
【００１０】
　ここで、対物レンズが像高優先設計の場合、コマ収差は光源のシフトによって発生する
対物レンズの入射角にあまり依存せず、小さな値を維持する一方で、対物レンズのチルト
角に対する依存性は大きくなる。これに対し、対物レンズが傾角優先設計の場合、像高優
先設計に比べレンズチルト角によるコマ収差発生量は大幅に軽減されるが、一方で対物レ
ンズの入射角に対する依存性が高くなる。
【００１１】
　図１（ｃ）、（ｅ）は像高優先設計を行った対物レンズの３次コマ収差特性を示す図で
ある。図から明らかなように、像高優先設計の場合には、光源が光ピックアップ装置の光
軸に対してシフトしても、コマ収差は殆ど変わらないのに対し、光ディスク又は対物レン
ズが傾いた場合には、コマ収差が顕著に増加する。
【００１２】
　これに対し、傾角優先設計とは、球面収差は補正されたまま、正弦条件が補正されない
設計をいう。即ち像高優先設計とは逆であり、図１（ｂ）に示すように、対物レンズＯＢ
Ｊがチルト（傾き）を起こすことによって、光ディスクＯＤの情報記録面に結像されるス
ポットＢにコマ収差が生じた場合、傾角に対するそのコマ収差量は比較的小さく抑えられ
るが、図１（ａ）に示すように、光源ＬＤが直線Ｌに対して光軸直交方向にシフトしたと
きに、光ディスクＯＤの情報記録面に結像されるスポットＡにコマ収差が生じた場合、シ
フト量に対するそのコマ収差量は比較的大きくなるという特性を有する。
【００１３】
　図１（ｄ）は傾角優先設計を行った対物レンズの３次コマ収差特性を示す図である。図
から明らかなように、対物レンズが傾角優先設計の場合には、像高優先設計に比べレンズ
チルト角によるコマ収差発生量は大幅に軽減されるが、一方で対物レンズの入射角に対す
る依存性が高くなることがわかる。
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【００１４】
　以下に、対物レンズの具体的設計例を示す。λは光源波長であり、ＮＡは開口数であり
、ｔは光情報記録媒体の保護層の厚さである。
（ａ－１）λ＝４０５±１５ｎｍ，ＮＡ＝０．８５±０．０５、ｔ＝０．１±０．０３ｍ
ｍ　
（ａ－２）λ＝４０５±１５ｎｍ，ＮＡ＝０．６５±０．０５、ｔ＝０．６±０．０５ｍ
ｍ　
（ｂ）λ＝６５５±１５ｎｍ，ＮＡ＝０．６５±０．０５、ｔ＝０．６±０．１ｍｍ　
（ｃ）λ＝７８０±１５ｎｍ，ＮＡ＝０．５０±０．０５、ｔ＝１．２±０．１ｍｍ　
【００１５】
　上記（ａ－１）、（ａ－２）、（ｂ）、（ｃ）の各範囲内における光学設計で、像高優
先設計の場合、対物レンズへの入射角が１度のときに生じるコマ収差が０．０３λｒｍｓ
以下である。一方、上記（ａ－１）、（ａ－２）、（ｂ）の各範囲内における光学設計で
、傾角優先設計の場合、対物レンズチルトが１度発生したときに生じるコマ収差が０．０
８λｒｍｓ以下であり、上記（ｃ）の範囲内における光学設計で、傾角優先設計の場合、
対物レンズチルトが１度発生したときに生じるコマ収差が０．０４λｒｍｓ以下である。
【００１６】
　本発明は、これらの設計手法により形成された対物レンズの特性を利用して、最適な組
立を達成するものである。なお、調整時における結像スポットのコマ収差の検出について
は、対物レンズより出射した光を、各光源に対応する情報記録媒体の対物レンズ側の保護
膜に相当するガラス又は樹脂基板を介して、その結像スポットを拡大光学系によって観察
すれば良いが、この方法に限定するものではない。
【００１７】
　請求項４に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、前記第１の対物レンズが、前記第
１の光源及び前記第２の光源からの光束に対して像高優先設計がなされており、前記第２
の対物レンズが、前記第３の光源からの光束に対して像高優先設計がなされており、従っ
て各対物レンズは、コマ収差を所定値以内に抑えるに当たって、光源のシフトによる入射
光束の傾きに対しコマ調整感度が低い。一方、その対物レンズのチルトに対してはコマ調
整感度が高いので、各対物レンズの傾きを精度良く調整することで、いずれの光源からの
光束を用いても光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑
えることができ、それにより適切な情報の記録及び／又は再生を行うことができる。又、
光情報記録媒体の反りなどに起因して生ずるコマ収差や、部品精度や組立精度の限界によ
り残った誤差に起因して生じるコマ収差は、前記相対傾き変更手段を利用してより小さく
抑えることができる。
【００１８】
　尚、本明細書中に述べる光ピックアップ装置の組立方法では、対物レンズの傾き調整（
アクチュエータベース又はレンズホルダごとの傾き調整を含む）、又は光源のシフト調整
処理の前に、第１の光源、第２の光源、第３の光源からの光束の軸線と、第１の対物レン
ズ、及び第２の対物レンズの光軸を、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ
１度以内の傾きに収まるように調整しておけば、対物レンズの傾き調整又は光源のシフト
調整処理を短時間で精度良く行うことができるので好ましい。ここで、光ピックアップ装
置の基準光軸とは、光ピックアップ装置の集光光学系の基準光軸を指し、実際の設計時又
は組立時には、コースアクチュエータの移動用レールなどを基準光軸として用いる場合が
ある。
【００１９】
　図１２は、光ピックアップ装置の一例を上面から見た図であり、例えば特開平６－２１
５３８４号に開示されているものと同じである。光ディスクＯＤを駆動するスピンドルモ
ータＳＭを搭載したドライブベースＢの中央に、シークベースＳＢが配置され、シークベ
ースＳＢの片側に移動用レールＲＡＩＬが配置されている。このレールＲＡＩＬは、一対
のコイル群ＣＯＩＬ内を延在しており、これにガイドされるようにして、コースアクチュ
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エータＣＡが光ディスクＯＤの半径方向に移動可能に配置されている。コースアクチュエ
ータＣＡは、レンズホルダＨＤを駆動するアクチュエータベースＡＣＴＢを支持している
。
【００２０】
　請求項１に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを
満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを
満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを
満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２の対物
レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホルダと、
前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するアクチュ
エータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を
、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源からの
光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録面に集
光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、前記
第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護
層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び
／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックアップ装
置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源のシフトによる光軸の傾
きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の
対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射した際に前記第２の対物レンズの傾きが
１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする。
【００２１】
　本発明の光ピックアップ装置の組立方法によれば、前記第１の対物レンズは、前記第１
の光源及び前記第２の光源からの光束に対して像高優先設計がなされており、前記第１の
対物レンズは、コマ収差を所定値以内に抑えるに当たって、第１の光源のシフト及び前記
第２の光源のシフトによる入射光束の傾きに対しコマ調整感度が低い。一方、その対物レ
ンズのチルトに対してはコマ調整感度が高い。そこで、前記第１の光源からの光束を使用
する際における前記第１の対物レンズの傾きを精度良く調整することで、いずれの光源か
らの光束を用いても光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差
を抑えることができ、それにより適切な情報の記録及び／又は再生を行うことができる。
更に、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源からの光束に対して傾角優先設計がなさ
れているので、前記第３の光源からの光束の光軸と、前記第２の対物レンズの光軸とのシ
フト量を抑えるように前記第３の光源の位置を調整すれば、前記第３の光源からの光束を
用いても第３光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑え
ることもできる。又、光情報記録媒体の反りなどに起因して生ずるコマ収差や、部品精度
や組立精度の限界により残った誤差に起因して生じるコマ収差は、前記相対傾き変更手段
を利用してより小さく抑えることができる。
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【００２２】
　請求項２に記載の光ピックアップ装置の組立方法であって、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０
ｎｍを満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００
ｎｍを満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０
ｎｍを満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２
の対物レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホル
ダと、前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するア
クチュエータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの
光束を、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることに
よって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源
からの光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録
面に集光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており
、前記第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）
の保護層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記
録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報
の記録及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾
きを変更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックア
ップ装置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生
するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の光源からの光束を入
射した際に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸
の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記レ
ンズホルダに対する前記第２の対物レンズの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする。
【００２３】
　本発明の光ピックアップ装置の組立方法によれば、前記第１の対物レンズは、前記第１
の光源からの光束に対して像高優先設計がなされており、前記第２の対物レンズは、前記
第３の光源からの光束に対して像高優先設計がなされているので、前記第１の対物レンズ
は、コマ収差を所定値以内に抑えるに当たって、第１の光源のシフトによる入射光束の傾
きに対しコマ調整感度が低い。一方、その対物レンズのチルトに対してはコマ調整感度が
高い。又、前記第２の対物レンズは、コマ収差を所定値以内に抑えるに当たって、第３の
光源のシフトによる入射光束の傾きに対しコマ調整感度が低い。一方、その対物レンズの
チルトに対してはコマ調整感度が高い。そこで、前記第１の光源からの光束を使用する際
における前記第１の対物レンズの傾きと、前記第３の光源からの光束を使用する際におけ
る前記第２の対物レンズの傾きとを精度良く調整することで、いずれの光源からの光束を
用いても光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えるこ
とができ、それにより適切な情報の記録及び／又は再生を行うことができる。更に、前記
第１の対物レンズは、前記第２の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされているの
で、前記第２の光源からの光束の光軸と、前記第１の対物レンズの光軸とのシフト量を抑
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えるように前記第２の光源の位置を調整すれば、前記第２の光源からの光束を用いても第
２光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることもで
きる。又、光情報記録媒体の反りなどに起因して生ずるコマ収差や、部品精度や組立精度
の限界により残った誤差に起因して生じるコマ収差は、前記相対傾き変更手段を利用して
より小さく抑えることができる。
【００２４】
　請求項３に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを
満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを
満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを
満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２の対物
レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホルダと、
前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するアクチュ
エータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を
、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源からの
光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録面に集
光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、前記
第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護
層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び
／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックアップ装
置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生
するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、前記第２の光源からの光束を入
射した際に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射し
た際に前記第２の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以
下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする。
【００２５】
　本発明の光ピックアップ装置の組立方法によれば、前記第１の対物レンズは、前記第１
の光源からの光束に対して像高優先設計がなされているので、前記第１の対物レンズは、
コマ収差を所定値以内に抑えるに当たって、第１の光源のシフトによる入射光束の傾きに
対しコマ調整感度が低い。一方、その対物レンズのチルトに対してはコマ調整感度が高い
ので、前記第１の光源からの光束を使用する際における前記第１の対物レンズの傾きを精
度良く調整することで、前記第１の光源からの光束を用いても前記第１光情報記録媒体の
情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることができ、それにより適切
な情報の記録及び／又は再生を行うことができる。更に、前記第１の対物レンズは、前記
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第２の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされており、また前記第２の対物レンズ
は、前記第３の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされているので、前記第２の光
源からの光束の光軸と、前記第１の対物レンズの光軸とのシフト量を抑え、且つ前記第３
の光源からの光束の光軸と、前記第２の対物レンズの光軸とのシフト量を抑えるように前
記第２の光源及び前記第３の光源の位置を調整すれば、前記第２の光源からの光束を用い
ても第２光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えるこ
ともでき、更に前記第３の光源からの光束を用いても第３光情報記録媒体の情報記録面に
集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることもできる。又、光情報記録媒体の反り
などに起因して生ずるコマ収差や、部品精度や組立精度の限界により残った誤差に起因し
て生じるコマ収差は、前記相対傾き変更手段を利用してより小さく抑えることができる。
尚、第２の光源のシフト調整処理と、第３の光源のシフト調整処理とは、互いに光学的に
独立した調整であるため、いずれを先に行っても良い。
【００２６】
　請求項５に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを
満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを
満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを
満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２の対物
レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホルダと、
前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するアクチュ
エータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を
、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源からの
光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録面に集
光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、前記
第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護
層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び
／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックアップ装
置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源からの光束を入射した際に前記第１の対物レ
ンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である特性を有し、前
記第２の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸
の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記レ
ンズホルダに対する前記第２の対物レンズの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする。
【００２７】
　本発明の光ピックアップ装置の組立方法によれば、前記第１の対物レンズは、前記第２
の光源からの光束に対して像高優先設計がなされており、前記第１の対物レンズは、コマ
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収差を所定値以内に抑えるに当たって、第２の光源のシフトによる入射光束の傾きに対し
コマ調整感度が低い。一方、その対物レンズのチルトに対してはコマ調整感度が高いので
、前記第２の光源からの光束を使用する際における前記第２の対物レンズの傾きを精度良
く調整することで、前記第２の光源からの光束を用いても前記第２光情報記録媒体の情報
記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることができ、それにより適切な情
報の記録及び／又は再生を行うことができる。又、前記第２の対物レンズは、前記第３の
光源からの光束に対して像高優先設計がなされているので、前記第２の対物レンズは、コ
マ収差を所定値以内に抑えるに当たって、第３の光源のシフトによる入射光束の傾きに対
しコマ調整感度が低い。一方、その対物レンズのチルトに対してはコマ調整感度が高いの
で、前記第３の光源からの光束を使用する際における前記第２の対物レンズの傾きを精度
良く調整することで、前記第３の光源からの光束を用いても前記第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることができ、それにより適切な
情報の記録及び／又は再生を行うことができる。更に、前記第１の対物レンズは、前記第
１の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされているので、前記第１の光源からの光
束の光軸と、前記第１の対物レンズの光軸とのシフト量を抑えるように前記第１の光源の
位置を調整すれば、前記第１の光源からの光束を用いても第１光情報記録媒体の情報記録
面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることもできる。又、光情報記録媒体の
反りなどに起因して生ずるコマ収差や、部品精度や組立精度の限界により残った誤差に起
因して生じるコマ収差は、前記相対傾き変更手段を利用してより小さく抑えることができ
る。
【００２８】
　請求項６に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを
満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを
満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを
満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２の対物
レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホルダと、
前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するアクチュ
エータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を
、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源からの
光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録面に集
光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、前記
第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護
層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び
／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックアップ装
置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源からの光束を入射した際に前記第１の対物レ
ンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である特性を有し、前
記第２の光源のシフトによる光軸の傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍ
ｓ以下である特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射し
た際に前記第２の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以
下である特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
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　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする。
【００２９】
　本発明の光ピックアップ装置の組立方法によれば、前記第１の対物レンズは、前記第２
の光源からの光束に対して像高優先設計がなされているので、前記第１の対物レンズは、
コマ収差を所定値以内に抑えるに当たって、第２の光源のシフトによる入射光束の傾きに
対しコマ調整感度が低い。一方、その対物レンズのチルトに対してはコマ調整感度が高い
ので、前記第２の光源からの光束を使用する際における前記第２の対物レンズの傾きを精
度良く調整することで、前記第２の光源からの光束を用いても前記第２光情報記録媒体の
情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることができ、それにより適切
な情報の記録及び／又は再生を行うことができる。更に、前記第１の対物レンズは、前記
第１の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされており、前記第２の対物レンズは、
前記第３の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされているので、前記第１の光源か
らの光束の光軸と、前記第１の対物レンズの光軸とのシフト量を抑え、且つ前記第３の光
源からの光束の光軸と、前記第２の対物レンズの光軸とのシフト量を抑えるように前記第
１の光源及び第３の光源の位置を調整すれば、前記第１の光源からの光束を用いても第１
光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることもでき
、更に前記第３の光源からの光束を用いても第３光情報記録媒体の情報記録面に集光され
たスポットにおいてコマ収差を抑えることもできる。又、光情報記録媒体の反りなどに起
因して生ずるコマ収差や、部品精度や組立精度の限界により残った誤差に起因して生じる
コマ収差は、前記相対傾き変更手段を利用してより小さく抑えることができる。尚、第１
の光源のシフト調整処理と、第３の光源のシフト調整処理とは、互いに光学的に独立した
調整であるため、いずれを先に行っても良い。
【００３０】
　請求項７に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを
満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを
満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを
満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２の対物
レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホルダと、
前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するアクチュ
エータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を
、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源からの
光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録面に集
光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、前記
第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護
層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び
／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックアップ装
置の組立方法であって、
　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源からの光束を入射した際
に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下で
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ある特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源のシフトによる光軸の傾きが
１度のとき発生するコマ収差が０．０３λｒｍｓ以下である特性を有し、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記ア
クチュエータベースの傾きを調整するステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする。
【００３１】
　本発明の光ピックアップ装置の組立方法によれば、前記第２の対物レンズは、前記第３
の光源からの光束に対して像高優先設計がなされているので、前記第２の対物レンズは、
コマ収差を所定値以内に抑えるに当たって、第３の光源のシフトによる入射光束の傾きに
対しコマ調整感度が低い。一方、その対物レンズのチルトに対してはコマ調整感度が高い
ので、前記第３の光源からの光束を使用する際における前記第２の対物レンズの傾きを精
度良く調整することで、前記第３の光源からの光束を用いても前記第３光情報記録媒体の
情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることができ、それにより適切
な情報の記録及び／又は再生を行うことができる。更に、前記第１の対物レンズは、前記
第１の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされており、且つ前記第２の光源からの
光束に対して傾角優先設計がなされているので、前記第１の光源からの光束の光軸と、前
記第１の対物レンズの光軸とのシフト量を抑え、且つ前記第２の光源からの光束の光軸と
、前記第１の対物レンズの光軸とのシフト量を抑えるように前記第１の光源及び前記第２
の光源の位置を調整すれば、前記第１の光源からの光束を用いても第１光情報記録媒体の
情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることもでき、更に前記第２の
光源からの光束を用いても第２光情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおい
てコマ収差を抑えることもできる。又、光情報記録媒体の反りなどに起因して生ずるコマ
収差や、部品精度や組立精度の限界により残った誤差に起因して生じるコマ収差は、前記
相対傾き変更手段を利用してより小さく抑えることができる。尚、第１の光源のシフト調
整処理と、第２の光源のシフト調整処理とは、互いに光学的に独立した調整であるため、
いずれを先に行っても良い。
【００３２】
　請求項８に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、３８０ｎｍ≦λ１≦４５０ｎｍを
満足する第１の波長λ１の光を出射する第１の光源と、６００ｎｍ≦λ２≦７００ｎｍを
満足する第２の波長λ２の光を出射する第２の光源と、７５０ｎｍ≦λ３≦８５０ｎｍを
満足する第３の波長λ３の光を出射する第３の光源と、第１の対物レンズと、第２の対物
レンズと、前記第１の対物レンズと前記第２の対物レンズとを保持するレンズホルダと、
前記レンズホルダを駆動するアクチュエータと、前記アクチュエータを支持するアクチュ
エータベースと、を有し、前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を
、厚さｔ１の保護層を介して第１光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって
、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記第２の光源からの
光束を、厚さｔ２（ｔ１≦ｔ２）の保護層を介して第２光情報記録媒体の情報記録面に集
光させることによって、情報の記録及び／又は再生を行うことが可能となっており、前記
第２の対物レンズを介して、前記第３光源からの光束を、厚さｔ３（ｔ２＜ｔ３）の保護
層を介して第３光情報記録媒体の情報記録面に集光させることによって、情報の記録及び
／又は再生を行うことが可能となっており、又、前記光情報記録媒体に対して情報の記録
及び／又は再生を行う際に、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更できる相対傾き変更手段を備えた、光情報記録再生装置に搭載される光ピックアップ装
置の組立方法であって、
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　前記相対傾き変更手段は、前記光情報記録媒体と前記対物レンズとの相対的な傾きを変
更することにより、前記光情報記録媒体の情報記録面に集光された光束におけるコマ収差
を制御できるようになっており、
　前記第１の対物レンズは、前記第１の光源及び前記第２の光源からの光束を入射した際
に前記第１の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下で
ある特性を有し、前記第２の対物レンズは、前記第３の光源からの光束を入射した際に前
記第２の対物レンズの傾きが１度のとき発生するコマ収差が０．０８λｒｍｓ以下である
特性を有し、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第１の光源からの光束を第１光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
１の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第１の対物レンズを介して、前記第２の光源からの光束を第２光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
２の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、
　前記第２の対物レンズを介して、前記第３の光源からの光束を第３光情報記録媒体の情
報記録面に集光させるようにした時、該集光スポットのコマ収差が軽減するよう、前記第
３の光源に関してシフト調整処理を行うステップと、を有することを特徴とする。
【００３３】
　本発明の光ピックアップ装置の組立方法によれば、前記第１の対物レンズは、前記第１
の光源及び前記第２の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされており、前記第２の
対物レンズは、前記第３の光源からの光束に対して傾角優先設計がなされているので、前
記第１の光源からの光束の光軸と、前記第１の対物レンズの光軸とのシフト量を抑えるよ
うに前記第１の光源の位置を調整し、且つ前記第２の光源からの光束の光軸と、前記第１
の対物レンズの光軸とのシフト量を抑えるように前記第２の光源の位置を調整し、且つ前
記第３の光源からの光束の光軸と、前記第２の対物レンズの光軸とのシフト量を抑えるよ
うに前記第３の光源の位置を調整すれば、いずれの光源からの光束を用いてもそれぞれ光
情報記録媒体の情報記録面に集光されたスポットにおいてコマ収差を抑えることができる
。又、光情報記録媒体の反りなどに起因して生ずるコマ収差や、部品精度や組立精度の限
界により残った誤差に起因して生じるコマ収差は、前記相対傾き変更手段を利用してより
小さく抑えることができる。尚、第１の光源のシフト調整処理と、第２の光源のシフト調
整処理と、第３の光源のシフト調整処理とは、各々光学的に独立した調整であるため、い
ずれを先に行っても良い。
【００３４】
　請求項９に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１～３、５～８のいずれか
に記載の発明において、前記シフト調整処理は、調整すべき前記光源を基準光軸直交方向
に移動させることで行うことを特徴とする。
【００３５】
　請求項１０に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１～６のいずれかに記載
の発明において、前記第１の光源と前記第２の光源とが同一の筐体内に収容されているこ
とを特徴とするので、部品点数を抑え、且つ光ピックアップ装置をコンパクトにできる。
尚、このように同一筐体内に２つの光源を収容すると、少なくとも一方の光源の光軸は、
対物レンズの光軸に対してシフトする恐れがあるが、このシフト量が１５０μｍ程度以下
であれば、対物レンズに入射する両光束の傾きは１度程度以内に収まるため、光軸に対し
て傾斜の大きい光束に像高優先設計の対物レンズを適用することにより両光束とも良好な
結像スポットとすることができる。
【００３６】
　請求項１１に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１、２，４～７のいずれ
かに記載の発明において、前記第２の光源と前記第３の光源とが同一の筐体内に収容され
ていることを特徴とするので、部品点数を抑え、且つ光ピックアップ装置をコンパクトに
できる。尚、このように同一筐体内に２つの光源を収容すると、少なくとも一方の光源の
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光軸は、対物レンズの光軸に対してシフトする恐れがあるが、このシフト量が１５０μｍ
程度以下であれば、対物レンズに入射する両光束の傾きは１度程度以内に収まるため、光
軸に対して傾斜の大きい光束に像高優先設計の対物レンズを適用することにより両光束と
も良好な結像スポットとすることができる。特に、両光束に対して像高優先設計の対物レ
ンズが対応する場合は、より短波長の光束を光軸に近づけるよう光源を調整することが好
ましい。
【００３７】
　請求項１２に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項２，３，５～８のいずれ
かに記載の発明において、前記第１の光源と前記第２の光源とが同一の筐体内に収容され
ており、前記筐体には、一方の光源からの光束の出射方向を変更する光軸補正素子が位置
調整可能に取り付けられており、前記シフト調整処理は、前記光軸補正素子の光軸方向の
移動もしくは光軸に垂直な面内における位置移動によって行うことを特徴とするので、少
なくとも一方の光源の光軸が、対物レンズの光軸に対してシフトしていた場合でも、前記
光軸補正素子を通過させることで、見かけ上の光束の光軸が対物レンズの光軸により近づ
くか、又は一致させるようにすることもできる。尚、本明細書中、「光軸補正素子」とは
、これを透過又は反射する光束の光軸を波長選択的に変える光学素子を指し、例えば回折
格子を利用した例として、特開２００３－３２９９６９に記載されている。
【００３８】
　請求項１３に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１～３，６～８のいずれ
かに記載の発明において、前記第２の光源と前記第３の光源とが同一の筐体内に収容され
ており、前記筐体には、一方の光源からの光束の出射方向を変更する光軸補正素子が位置
調整可能に取り付けられており、前記シフト調整処理は、前記光軸補正素子の光軸方向の
移動もしくは光軸に垂直な面内における位置移動によって行うことを特徴とするので、少
なくとも一方の光源の光軸が、対物レンズの光軸に対してシフトしていた場合でも、前記
光軸補正素子を通過させることで、見かけ上の光束の光軸が対物レンズの光軸により近づ
くか、又は一致させるようにすることもできる。
【００３９】
　請求項１４に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１～１２のいずれかに記
載の発明において、前記光ピックアップ装置は、前記第１～前記第３光情報記録媒体のう
ち少なくとも２つの光情報記録媒体の情報記録面から反射した光束の少なくとも一部を分
離させる分離手段と、前記反射光を受光する光検出器と、前記分離手段と前記光検出器と
の間に配置された光軸補正素子とを有することを特徴とする。
【００４０】
　前記第１～第３の光源からの光束のいずれかを用いたコマ調整において、少なくとも一
つの光源に対応する対物レンズが傾角優先設計の場合、上記調整を行うと、その対物レン
ズに入射する光束の傾きは、光ピックアップ装置個々において不定量異なってしまい、そ
のため、前記第１～第３の光源のいずれかから出射され且つ光情報記録媒体より反射して
きた光束のスポット位置が不定量異なることから、各光源からの光束を受光する光検出器
をそれぞれ別個に設けることが必要となる。ところが、光検出器を別個に設けることはコ
スト増を招く。かかる場合、前記光軸補正素子を設けることで、同じ光検出器の受光面の
所定の位置に、少なくとも２つの光源からの光束により良好なスポットを結像させること
ができるようにし、光検出器の共通化を図ることができる。
【００４１】
　請求項１５に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１～８のいずれかに記載
の発明において、前記光ピックアップ装置は、光源から出射した光束を記録又は再生用の
メインビームと、トラッキングエラー信号検出用のサブビームに分離するための回折格子
素子を有し、前記サブビームにおいて光情報記録媒体の情報記録面上での結像スポットの
収差は０．０７λｒｍｓ以下であることを特徴とする。特に、計画優先設計である対物レ
ンズを用いる場合、像高によりサブビームの結像性能が低下する恐れがあるが、結像スポ
ットの収差を０．０７λｒｍｓ以下であるようにすれば、誤検出の恐れを回避できる。
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【００４２】
　請求項１６に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項２、４、５のいずれかに
記載の発明において、前記レンズホルダは、前記第１の対物レンズ又は前記第２の対物レ
ンズの主点を略中心とした球面の一部を含む支持部を有することを特徴とするので、対物
レンズの傾角を調整するのに伴って光源からの光束の光軸に対するシフトが生ずることを
抑制できる。
【００４３】
　請求項１７に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項２、４、５のいずれかに
記載の発明において、前記レンズホルダに対して、傾き調整をすべき対物レンズを非接触
な状態に保持したまま、その傾きを調整した後に、前記レンズホルダと前記傾き調整がさ
れた対物レンズとの間の空間に接着剤を充填して、両者を固定することを特徴とする。か
かる理由は、前記レンズホルダに前記対物レンズが接触した状態で前記対物レンズの傾き
調整を行うと、傾き調整時に前記レンズホルダの姿勢に影響を与える可能性があるからで
あり、その状態で前記対物レンズの傾き調整を行っても、調整後に前記レンズホルダの姿
勢が本来の実使用時の状態に戻ると、前記対物レンズの傾きが調整状態からずれてしまう
ことになる。請求項１５の組立方法によれば、この問題を回避することができる。
【００４４】
　請求項１８に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項２、４、５及び１６，１
７のいずれかに記載の発明において、前記レンズホルダに対して前記第１の対物レンズ又
は前記第２の対物レンズの傾きを調整する際に、調整する対物レンズを保持するアームと
の干渉を回避するための凹部を前記レンズホルダに形成したことを特徴とする。
【００４５】
　請求項１９に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１～１８のいずれかに記
載の発明において、前記相対傾き変更手段は、前記レンズホルダを傾けることを特徴とす
る。
【００４６】
　請求項２０に記載の光ピックアップ装置の組立方法は、請求項１～１８のいずれかに記
載の発明において、前記相対傾き変更手段は、前記対物レンズ及び前記光源を含む光学系
全体を傾けることを特徴とする。
【００４８】
　請求項２１に記載の光ピックアップ装置は、請求項１～２０のいずれかに記載の光ピッ
クアップ装置の組立方法により組み立てられたことを特徴とする。

【００４９】
　本明細書中において、対物レンズとは、狭義には光ピックアップ装置に光情報記録媒体
を装填した状態において、最も光情報記録媒体側の位置で、これと対向すべく配置される
集光作用を有するレンズを指し、広義にはそのレンズと共に、アクチュエータによって少
なくともその光軸方向に作動可能なレンズを指すものとする。
【００５０】
　本明細書中において、第１光情報記録媒体とは、例えば、ＢＤやＨＤ　ＤＶＤなどの高
密度ＤＶＤ系の光ディスクをいい、第２光情報記録媒体とは、再生専用に用いるＤＶＤ－
ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏの他、再生／記録を兼ねるＤＶＤ－ＲＡＭ，ＤＶＤ－Ｒ，Ｄ
ＶＤ－ＲＷ等の各種ＤＶＤ系の光ディスクを含むものである。又、第３光情報記録媒体と
は、ＣＤ－Ｒ，ＣＤ－ＲＷ等のＣＤ系の光ディスクをいう。尚、第１光情報記録媒体の保
護層の厚さｔ１と、第２光情報記録媒体の保護層の厚さｔ２とは、ｔ１＝ｔ２であっても
よく、ｔ１＜ｔ２であってもよい。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明によれば、３つの異なる波長の光束と２つの対物レンズとを組み合わせて、３種
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類の光情報記録媒体に対して情報の記録及び／又は再生を行うことができる光ピックアッ
プ装置を組み立てる際に、組立時の手間を軽減できると共に、適切な情報の記録及び／又
は再生を可能とする光ピックアップ装置を組み立てることができる光ピックアップ装置の
組立方法及びそれにより組み立てられる光ピックアップ装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５２】
　以下、図面を参照して、本発明をさらに詳細に説明する。図２は、高密度ＤＶＤ（第１
の光ディスクともいう）、従来のＤＶＤ（第２の光ディスクともいう）及びＣＤ（第３の
光ディスクともいう）の全てに対して情報の記録／再生を行える、第１の形態にかかる光
ピックアップ装置の概略断面図である。図３は、２つの対物レンズを保持するレンズホル
ダの断面図である。尚、図２（及び図４～８）に示す光ピックアップ装置においては、光
ディスクと対物レンズの傾きを調整する傾き調整機構については省略している。
【００５３】
　図３において、レンズホルダＨＤは、軸線を略平行とする２つの開口ＨＤａ、ＨＤｂを
形成している。開口ＨＤａの図で上面の座繰り部ＨＤｃに当接するようにして、対物レン
ズＯＢＪ１のフランジＦＬ１が取り付けられている。一方、開口ＨＤｂの図で上面の座繰
り部ＨＤｄの内周面は、対物レンズＯＢＪ２の主点Ｍの位置をほぼ中心とする球面となっ
ている。この内周面にフランジＦＬ２を当接させるようにして、対物レンズＯＢＪ２がレ
ンズホルダＨＤに取り付けられている。
【００５４】
　図２に示すように、レンズホルダＨＤは、アクチュエータＡＣＴにより少なくとも２次
元的に可動に支持されている。アクチュエータＡＣＴは、光ピックアップ装置のフレーム
（不図示）に対して位置調整可能に取り付けられたアクチュエータべースＡＣＴＢを有し
ている。アクチュエータベースＡＣＴＢには２つの開口が設けられ、一方の開口は、第１
の光ディスクＯＤ１又は第２の光ディスクＯＤ２に対して情報の記録及び／又は再生を行
う際に、第１の対物レンズＯＢＪ１に入射する光束を透過するようになっており、他方の
開口は、第３の光ディスクＯＤ３に対して情報の記録及び／又は再生を行う際に、第２の
対物レンズＯＢＪ２に入射する光束を透過するようになっている。
【００５５】
　第１の光ディスクＯＤ１に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。図２において、第１の光源としての第１半導体レーザＬＤ１（波長λ１＝３８０ｎｍ
～４５０ｎｍ）から出射された光束は、第１ダイクロイックプリズムＤＰ１を通過し、ビ
ームシェイパＢＳを通過することで光束の形状を補正された上で、第１コリメートレンズ
ＣＬ１に入射して平行光束となる。第１コリメートレンズＣＬ１から出射した光束は、光
源から出射した光束を記録再生用のメインビームとトラッキングエラー信号検出用のサブ
ビームに分離するための光学手段である回折格子Ｇを通過し、更に偏光ビームスプリッタ
ＰＢＳ及びエキスパンダーレンズＥＸＰを通過する。エキスパンダーレンズＥＸＰは、平
行光束の光束径を変更（ここでは拡大）し、少なくとも一つの光学素子が光軸方向に可動
となっている。尚、ここにエキスパンダーレンズＥＸＰを設けたのは、球面収差補正機能
を持たせるほか、例えば高密度ＤＶＤが情報記録面を２層に有しているタイプの場合、そ
の光学素子を光軸方向に移動させることで、情報記録面の選択を行えるようにするためで
もある。
【００５６】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、第１の１／４波長板ＱＷＰ１を通過し
て、第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第１の光ディスクＯＤ１の保護層（厚
さｔ１＝０．１～０．７ｍｍ）を介してその情報記録面に集光されここに集光スポットを
形成する。
【００５７】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、第１の１／４波長板ＱＷＰ１、エキスパンダーレンズＥＸＰを通過して、偏
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光ビームスプリッタＰＢＳで反射され、更にセンサレンズＳＬを通過し、第２ダイクロイ
ックプリズムＤＰ２を通過して第１光検出器ＰＤ１の受光面に入射するので、その出力信
号を用いて、第１の光ディスクＯＤ１に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００５８】
　また、第１光検出器ＰＤ１上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第１半導体レーザＬＤ１か
らの光束を第１の光ディスクＯＤ１の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【００５９】
　第２の光ディスクＯＤ２に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。第２半導体レーザＬＤ２（波長λ２＝６００ｎｍ～７００ｎｍ）から出射された光束
は、第１ダイクロイックプリズムＤＰ１で反射され、ビームシェイパＢＳを通過すること
で光束の形状を補正された上で、第１コリメートレンズＣＬ１に入射して平行光束となる
。第１コリメートレンズＣＬ１から出射した光束は回折格子Ｇを通過し、更に偏光ビーム
スプリッタＰＢＳ及びエキスパンダーレンズＥＸＰを通過する。
【００６０】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、第１の１／４波長板ＱＷＰ１を通過し
て、第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第２の光ディスクＯＤ２の保護層（厚
さｔ２＝０．５～０．７ｍｍ）を介してその情報記録面に集光されここに集光スポットを
形成する。
【００６１】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、第１の１／４波長板ＱＷＰ１、エキスパンダーレンズＥＸＰを通過し、偏光
ビームスプリッタＰＢＳで反射され、更にセンサレンズＳＬを通過し、第２ダイクロイッ
クプリズムＤＰ２で反射されて第２光検出器ＰＤ２の受光面に入射するので、その出力信
号を用いて、第２の光ディスクＯＤ２に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００６２】
　また、第２光検出器ＰＤ２上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第２半導体レーザＬＤ２か
らの光束を第２の光ディスクＯＤ２の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【００６３】
　第３の光ディスクＯＤ３に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。第３半導体レーザＬＤ３（波長λ３＝７００ｎｍ～８００ｎｍ）から出射された光束
は、偏光ミラーＰＭで反射され、第２コリメートレンズＣＬ２に入射して平行光束となり
、更に第２の１／４波長板ＱＷＰ２を通過して、第２の対物レンズＯＢＪ２により集光さ
れて、第３の光ディスクＯＤ３の保護層（厚さｔ３＝１．１～１．３ｍｍ）を介してその
情報記録面に集光されここに集光スポットを形成する。
【００６４】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第２の対物レン
ズＯＢＪ２、第２の１／４波長板ＱＷＰ２、第２コリメートレンズＣＬ２、偏光ミラーＰ
Ｍを通過して、第３光検出器ＰＤ３の受光面に入射するので、その出力信号を用いて、第
３の光ディスクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【００６５】
　また、第３光検出器ＰＤ３上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第３半導体レーザＬＤ３か
らの光束を第３の光ディスクＯＤ３の情報記録面に結像するように、第２の対物レンズＯ
ＢＪ２をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【００６６】
　本実施の形態の対物レンズの組付方法について説明する。
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（１）第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束に対して像高優
先設計がなされており、且つ第２半導体レーザＬＤ２からの光束に対して像高優先設計が
なされており、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束に対し
て像高優先設計がなされている場合（請求項４に対応）：
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
して取り付ける。
【００６７】
　かかる状態では、第１の対物レンズＯＢＪ１はレンズホルダＨＤに接着固定され、第２
の対物レンズＯＢＪ２はレンズホルダＨＤに接着固定されていない。ここで、第１の対物
レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束を第１の光ディスクＯＤ１の情報
記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値以下に小さくなる
ように、アクチュエータベースＡＣＴＢ（すなわち第１の対物レンズＯＢＪ１）の傾きを
調整する。
【００６８】
　続いて、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束が、第３の
光ディスクＯＤ３の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が
所定値以下に小さくなるように、レンズホルダＨＤに対する第２の対物レンズＯＢＪ２の
傾きを調整する。その後、第２の対物レンズＯＢＪ２をレンズホルダＨＤに接着固定する
。尚、調整しなかった第２の半導体レーザＬＤ２については、光軸に対する角度誤差１度
以内の初期調整のままで用いられる。
【００６９】
（２）第１の対物レンズＯＢＪ１は、前記第１半導体レーザからの光束に対して像高優先
設計がなされており、且つ前記第２半導体レーザからの光束に対して像高優先設計がなさ
れており、第２の対物レンズＯＢＪ２は、前記第３半導体レーザからの光束に対して傾角
優先設計がなされている場合（請求項１に対応）：
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
して取り付ける。
【００７０】
　ここで、第１の対物レンズＯＢＪ１と第２の対物レンズＯＢＪ２はレンズホルダＨＤに
接着固定されている。第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束
を第１光ディスクＯＤ１の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ
収差が所定値以下に小さくなるように、アクチュエータベースＡＣＴＢ（即ち第１の対物
レンズＯＢＪ１）の傾きを調整する。
【００７１】
　更に、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束を第３光ディ
スクＯＤ３の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値
以下に小さくなるように、第３半導体レーザＬＤ３を光軸直交方向に位置調整（シフト調
整処理ともいう：以下同じ）する。
【００７２】
（３）第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束に対して像高優
先設計がなされており、且つ第２半導体レーザＬＤ２からの光束に対して傾角優先設計が
なされており、第２の対物レンズＯＢＪ２は、第３半導体レーザＬＤ３からの光束に対し
て像高優先設計がなされている場合（請求項２に対応）：
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
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して取り付ける。
【００７３】
　かかる状態では、第１の対物レンズＯＢＪ１はレンズホルダＨＤに接着固定され、第２
の対物レンズＯＢＪ２はレンズホルダＨＤに接着固定されていない。ここで、第１の対物
レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束を第１光ディスクＯＤ１の情報記
録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値以下に小さくなるよ
うに、アクチュエータベースＡＣＴＢ（即ち第１の対物レンズＯＢＪ１）の傾きを調整す
る。
【００７４】
　続いて、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束を第３光デ
ィスクの情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値以下
に小さくなるように、レンズホルダＨＤに対する第２の対物レンズＯＢＪ２の傾きを調整
する。その後、第２の対物レンズＯＢＪ２をレンズホルダＨＤに接着固定する。
【００７５】
　更に、第１の対物レンズＯＢＪ１が、第２半導体レーザＬＤ２からの光束を第２光ディ
スクＯＤ２の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値
以下に小さくなるように、第２半導体レーザＬＤ２を光軸直交方向に位置調整する。尚、
以上述べた例の代わりに、第２半導体レーザＬＤ２を光軸直交方向に位置調整した後、第
３半導体レーザＬＤ３に対する第２の対物レンズＯＢＪ２の傾き調整を行っても良い。
【００７６】
（４）第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束に対して像高優
先設計がなされており、且つ第２半導体レーザＬＤ２からの光束に対して傾角優先設計が
なされており、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束に対し
て傾角優先設計がなされている場合（請求項３に対応）：
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
して取り付ける。

【００７７】
　ここで、第１の対物レンズＯＢＪ１と第２の対物レンズＯＢＪ２はレンズホルダＨＤに
接着固定されている。第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束
を第１光ディスクＯＤ１の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ
収差が所定値以下に小さくなるように、アクチュエータベースＡＣＴＢ（即ち第１の対物
レンズＯＢＪ１）の傾きを調整する。
【００７８】
　続いて、第１の対物レンズＯＢＪ１が、第２半導体レーザＬＤ２からの光束を第２光デ
ィスクＯＤ２の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定
値以下に小さくなるように、第２半導体レーザＬＤ２を光軸直交方向に位置調整する。
【００７９】
　更に、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束を第３光ディ
スクＯＤ３の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値
以下に小さくなるように、第３半導体レーザＬＤ３を光軸直交方向に位置調整する。尚、
以上述べた例の代わりに、第３半導体レーザＬＤ３を光軸直交方向に位置調整した後、第
２半導体レーザＬＤ２を光軸直交方向に位置調整しても良い。
【００８０】
（５）第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束に対して傾角優
先設計がなされており、且つ第２半導体レーザＬＤ２からの光束に対して像高優先設計が
なされており、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束に対し
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て像高優先設計がなされている場合（請求項５に対応）。
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
して取り付ける。
【００８１】
　かかる状態では、第１の対物レンズＯＢＪ１はレンズホルダＨＤに接着固定され、第２
の対物レンズＯＢＪ２はレンズホルダＨＤに接着固定されていない。ここで、第１の対物
レンズＯＢＪ１が、第２半導体レーザＬＤ２からの光束を第１光ディスクＯＤ１の情報記
録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値以下に小さくなるよ
うに、アクチュエータベースＡＣＴＢ（即ち第１の対物レンズＯＢＪ１）の傾きを調整す
る。
【００８２】
　続いて、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束を第３光デ
ィスクＯＤ３の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定
値以下に小さくなるように、レンズホルダＨＤに対する第２の対物レンズＯＢＪ２の傾き
を調整する。その後、第２の対物レンズＯＢＪ２をレンズホルダＨＤに接着固定する。
【００８３】
　更に、第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束を第１光ディ
スクＯＤ１の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値
以下に小さくなるように、第１半導体レーザＬＤ１を光軸直交方向に位置調整する。尚、
以上述べた例の代わりに、第１半導体レーザＬＤ１を光軸直交方向に位置調整した後、第
３半導体レーザＬＤ３に対する第２の対物レンズＯＢＪ２の傾き調整を行っても良い。
【００８４】
（６）第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束に対して傾角優
先設計がなされており、且つ第２半導体レーザＬＤ２からの光束に対して像高優先設計が
なされており、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束に対し
て傾角優先設計がなされている場合（請求項６に対応）：
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
して取り付ける。
【００８５】
　第１の対物レンズＯＢＪ１と第２の対物レンズＯＢＪ２はレンズホルダＨＤに接着固定
されている。第１の対物レンズＯＢＪ１が、第２半導体レーザＬＤ２からの光束を第２光
ディスクＯＤ２の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所
定値以下に小さくなるように、アクチュエータベースＡＣＴＢ（即ち第１の対物レンズＯ
ＢＪ１）の傾きを調整する。
【００８６】
　更に、第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束を第１光ディ
スクの情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値以下に
小さくなるように、第１半導体レーザＬＤ１を光軸直交方向に位置調整する。
【００８７】
　続いて、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束を第３光デ
ィスクＯＤ３の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定
値以下に小さくなるように、第３半導体レーザＬＤ３を光軸直交方向に位置調整する。尚
、以上述べた例の代わりに、第３半導体レーザＬＤ３を光軸直交方向に位置調整した後、
第１半導体レーザＬＤ１を光軸直交方向に位置調整しても良い。
【００８８】
（７）第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束に対して傾角優
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先設計がなされており、且つ第２半導体レーザＬＤ２からの光束に対して傾角優先設計が
なされており、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束に対し
て像高優先設計がなされている場合（請求項７に対応）：
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
して取り付ける。
【００８９】
　第１の対物レンズＯＢＪ１と第２の対物レンズＯＢＪ２はレンズホルダＨＤに接着固定
されている。第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束を第３光
ディスクの情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値以
下に小さくなるように、アクチュエータベースＡＣＴＢ（即ち第２の対物レンズＯＢＪ２
）の傾きを調整する。
【００９０】
　更に、第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束を第１光ディ
スクＯＤ１の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値
以下に小さくなるように、第１半導体レーザＬＤ１を光軸直交方向に位置調整する。
【００９１】
　続いて、第１の対物レンズＯＢＪ１が、第２半導体レーザＬＤ２からの光束を第２光デ
ィスクＯＤ２の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定
値以下に小さくなるように、第２半導体レーザＬＤ２を光軸直交方向に位置調整する。尚
、以上述べた例の代わりに、第２半導体レーザＬＤ２を光軸直交方向に位置調整した後、
第１半導体レーザＬＤ１を光軸直交方向に位置調整しても良い。
【００９２】
（８）第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１及び第２半導体レーザから
の光束に対して傾角優先設計がなされており、第２の対物レンズＯＢＪ２は、第３半導体
レーザＬＤ３からの光束に対して傾角優先設計がなされている場合（請求項８に対応）：
　まず、第１の半導体レーザＬＤ１、第２の半導体レーザＬＤ２、第３の半導体レーザＬ
Ｄ３の光束の軸線、第１の対物レンズＯＢＪ１、及び第２の対物レンズＯＢＪ２の光軸を
、光ピックアップ装置の基準光軸に対して、それぞれ１度以内の傾きに収まるように調整
して取り付ける。
【００９３】
　更に、第１の対物レンズＯＢＪ１が、第１半導体レーザＬＤ１からの光束を第１光ディ
スクＯＤ１の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値
以下に小さくなるように、第１半導体レーザＬＤ１を光軸直交方向に位置調整する。
【００９４】
　続いて、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第２半導体レーザＬＤ２からの光束を第２光デ
ィスクＯＤ２の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定
値以下に小さくなるように、第２半導体レーザＬＤ２を光軸直交方向に位置調整する。
【００９５】
　更に、第２の対物レンズＯＢＪ２が、第３半導体レーザＬＤ３からの光束を第３光ディ
スクＯＤ３の情報記録面に集光するようにした時、その集光スポットのコマ収差が所定値
以下に小さくなるように、第３半導体レーザＬＤ３を光軸直交方向に位置調整する。尚、
位置調整の順序としては、以上の例に加え、ＬＤ１－ＬＤ３－ＬＤ２、ＬＤ２－ＬＤ１－
ＬＤ３、ＬＤ２－ＬＤ３－ＬＤ１、ＬＤ３－ＬＤ１－ＬＤ２，ＬＤ３－ＬＤ２－ＬＤ１の
合計６通りが考えられ、いずれの順序で調整を行っても良い。
【００９６】
　以上の調整により、各半導体レーザから照射された光束を集光させたときにスポット光
のコマ収差を極力抑えることができるが、本実施の形態では、実際の情報記録又は再生時
に、光検出器からの信号に応じて相対傾き変更手段を駆動することで、光ディスクの反り
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に起因したコマ収差や、残存する誤差に起因したコマ収差を補正するようにしている。但
し、組立時にコマ収差を調整することによって、実動作時における相対傾き変更手段の負
担を軽減させることができ、その傾き変更機構の小型化、省エネ、低コスト化を達成でき
る。
【００９７】
　ここで、相対傾き変更手段としての傾き変更機構１０について説明する。図１３は、光
ピックアップ装置ごと対物レンズＯＢＪ１、ＯＢＪ２の傾きを調整する傾き変更機構１０
の側面図である。図１３において、光ディスクは図示しないマグネットクランプによりタ
ーンテーブルＴＴに装着され、固定べースＦＢに取り付けられたスピンドルモータＳＭに
より回転駆動される。固定べースＦＢにはカムＣＭが取り付けられた傾き変更モータＴＶ
Ｍが固定されており、図示しない駆動電源により回転駆動される。
【００９８】
　光ピックアップＰＵは、チルトべースＴＢに固定されたガイドシャフトＧＳに保持され
、図示しない移動機構によって光ディスク半径方向に移動可能となっている。チルトべー
スＴＢは回転軸ＲＳを介して固定べースＦＢに回転可能に保持され、バネＳＰによりカム
ＣＭに対して押し付けられている。記録及び／または再生時に、チルトセンサＴＳにより
光ディスクの傾きを検出し、その結果に応じて傾き変更モータＴＶＭによりカムＣＭを回
転させてチルトべースＴＢを傾けることにより、光ディスクと光ピックアップ装置ＰＵ（
即ち対物レンズ）との相対的な傾きを変更する。これにより、光ディスクの情報記録面に
集光された光束のコマ収差を制御できる。
【００９９】
　この方式は、光ディスクと光ピックアップ装置全体の相対的な傾きを変更するので、本
発明の対物レンズの像高優先設計、傾角優先設計に関わらず有効である。このような光ピ
ックアップ装置を傾ける傾き変更機構は本方式に限定するものではなく、他にも様々な方
式が提案されており、例えば特開平９－９１７３１号公報に詳細な開示がある。
【０１００】
　次に、相対傾き変更手段の別な例として傾き変更機構２０について説明する。図１４は
、レンズホルダごと対物レンズを傾ける傾き変更機構２０の斜視図である。図１４におい
て、対物レンズＯＢＪ１，ＯＢＪ２は、レンズホルダＨＤに接着固定されている。レンズ
ホルダＨＤは、サスペンションワイヤＳＷにより、ダンピング材を保持するワイヤホルダ
ＷＨ及びワイヤ固定基板ＷＦを介してアクチュエータべースＡＣＴＢに保持されている。
レンズホルダＨＤには、フォーカシング用コイルＦＣとトラッキング用コイルＴＣが固定
されており、ヨークを兼ねるアクチュエータべースＡＣＴＢと、アクチュエータべースＡ
ＣＴＢに固定されたマグネットＭＧと共に磁気回路を構成している。フォーカシングコイ
ルＦＣ、トラッキングコイルＴＣに図示しない駆動電源より駆動電流を流すことにより、
レンズホルダＨＤをフォーカシング方向、トラッキング方向に並進移動させることができ
る。
【０１０１】
　また、レンズホルダＨＤには２つの傾き変更用マグネットＴＭＧが固定されており、そ
れに対向するように２つの傾き変更用コイルＴＶＣが磁性体ＭＢに巻装されてアクチュエ
ータべースＡＣＴＢに固定され、磁気回路を構成している。２つの磁気回路で上下反対方
向の駆動力が発生するように、それぞれの傾き変更用コイルＴＶＣに流れる電流の向きを
制御することにより、レンズホルダＨＤを傾けることができる。これにより、光ディスク
の情報記録面に集光された光束のコマ収差を制御できる。
【０１０２】
　本方式は、光ディスクと対物レンズ単体の相対的な傾きを変更するので、前述したよう
に、対物レンズが、よりコマ調整感度が高い像高優先設計である場合において、特に効果
が高い。このような、アクチュエータのレンズホルダを傾ける傾き変更機構は本方式に限
定するものではなく、他にも様々な方式が提案されており、例えば特開平１０－２７５３
５４号公報に詳細な開示がある。
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【０１０３】
　更に、相対傾き変更手段の別な例として傾き変更機構３０について説明する。図１５は
、光ピックアップ装置ごと対物レンズを傾ける傾き変更機構３０の斜視図である。図１５
において、光ディスクは図示しないマグネットクランプによりターンテーブルＴＴに装着
され、スピンドルモータホルダＳＭＨに固定されたスピンドルモータＳＭにより回転駆動
される。光ピックアップ装置ＰＵは固定ベースＦＢに固定されたガイドシャフトＧＳに保
持され、図止しない移動機構によって光ディスク半径方向に移動可能となっている。固定
べースＦＢにはカムＣＭが取り付けられた傾き変更モータＴＶＭが固定されており、図示
しない駆動電源により回転駆動される。スピンドルモータホルダＳＭＨは回転軸ＲＳを介
して固定ベースＦＢに回転可能に保持されており、バネＳＰによりカムＣＭに押し付けら
れている。記録及び／または再生時に、チルトセンサＴＳにより光ディスクの傾きを検出
し、その結果に応じて傾き変更モータＴＶＭによりカムＣＭを回転させてスピンドルモー
タホルダＳＭＨを傾けることにより、光ディスクを傾けて、光ディスクと光ピックアップ
装置ＰＵ（即ち対物レンズ）との相対的な傾きを変更する。これにより光ディスクの情報
紀録面に集光された光束のコマ収差を制御できる。
【０１０４】
　この方式は、光ディスクと光ピックアップ装置全体の相対的な傾きを変更するので、本
発明の対物レンズの像高優先設計、傾角優先設計に関わらず有効である。このようなスピ
ンドルモータを傾ける傾き変更機構は本方式に限定するものではなく、他の例としては、
例えば特開平９－２８２６９２号公報に詳細な開示がある。
【０１０５】
　更に、本実施の形態によれば、対物レンズを第１半導体レーザ及び第２半導体レーザの
共用と、第３半導体レーザ専用と、２つ設けているため、各々の波長に対応した光ディス
クに対する結像性能の光学設計的余裕が生じる。これは、特にレンズ厚や作動距離（ワー
キングディスタンス）を小さくすることが設計的に可能となり薄型の光ピックアップ装置
を設計する上で効果的である。また対物レンズ固有の収差マージンが大きくなるため、光
ピックアップ装置の他の光学部品の収差を緩和することができる。また光ピックアップ装
置の構成部品に高い機械的精度を要求することなく量産性に優れたものを設計することが
可能で、光ピックアップ装置のコスト低減を図ることができる。
【０１０６】
　図４は、高密度ＤＶＤ（第１の光ディスクともいう）、従来のＤＶＤ（第２の光ディス
クともいう）及びＣＤ（第３の光ディスクともいう）の全てに対して情報の記録／再生を
行える、第２の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。
【０１０７】
　レンズホルダＨＤに対する２つの対物レンズの支持態様は、上述した実施の形態と同様
である（図３参照）。図４に示すように、レンズホルダＨＤは、アクチュエータＡＣＴに
より少なくとも２次元的に可動に支持されている。アクチュエータＡＣＴは、光ピックア
ップ装置のフレーム（不図示）に対して位置調整可能に取り付けられたアクチュエータべ
ースＡＣＴＢを有している。かかる構成についても、上述した実施の形態と同様である。
【０１０８】
　第１の光ディスクＯＤ１に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。図４において、第１の光源としての第１半導体レーザＬＤ１（波長λ１＝３８０ｎｍ
～４５０ｎｍ）から出射された光束は、ダイクロイックプリズムＤＰを通過し、ビームシ
ェイパＢＳを通過することで光束の形状を補正された上で、第１コリメートレンズＣＬ１
に入射して平行光束となる。第１コリメートレンズＣＬ１から出射した光束は、光源から
出射した光束を記録再生用のメインビームとトラッキングエラー信号検出用のサブビーム
に分離するための光学手段である回折格子Ｇを通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳ
及びエキスパンダーレンズＥＸＰを通過する。
【０１０９】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、第１の１／４波長板ＱＷＰ１を通過し
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て、第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第１の光ディスクＯＤ１の保護層（厚
さｔ１＝０．１～０．７ｍｍ）を介してその情報記録面に集光されここに集光スポットを
形成する。
【０１１０】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、第１の１／４波長板ＱＷＰ１、エキスパンダーレンズＥＸＰを通過して、偏
光ビームスプリッタＰＢＳで反射され、更にセンサレンズＳＬを通過し、光軸補正素子Ｓ
Ｅを通過して第１光検出器ＰＤ１の受光面に入射するので、その出力信号を用いて、第１
の光ディスクＯＤ１に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。尚、光軸補正素子
ＳＥは、第１半導体レーザＬＤ１と、第２半導体レーザＬＤ２の少なくとも一方に対して
シフト処理を行った場合に発生する光軸ずれを補正することにより、いずれから照射され
た光束も、第１光検出器ＰＤ１の受光面の最適位置に集光させるように機能するものであ
る。
【０１１１】
　また、第１光検出器ＰＤ１上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第１半導体レーザＬＤ１か
らの光束を第１の光ディスクＯＤ１の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１１２】
　第２の光ディスクＯＤ２に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。第２半導体レーザＬＤ２（波長λ２＝６００ｎｍ～７００ｎｍ）から出射された光束
は、ダイクロイックプリズムＤＰで反射され、ビームシェイパＢＳを通過することで光束
の形状を補正された上で、第１コリメートレンズＣＬ１に入射して平行光束となる。第１
コリメートレンズＣＬ１から出射した光束は回折格子Ｇを通過し、更に偏光ビームスプリ
ッタＰＢＳ及びエキスパンダーレンズＥＸＰを通過する。
【０１１３】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、第１の１／４波長板ＱＷＰ１を通過し
て、第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第２の光ディスクＯＤ２の保護層（厚
さｔ２＝０．５～０．７ｍｍ）を介してその情報記録面に集光されここに集光スポットを
形成する。
【０１１４】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、第１の１／４波長板ＱＷＰ１、エキスパンダーレンズＥＸＰを通過し、偏光
ビームスプリッタＰＢＳで反射され、更にセンサレンズＳＬを通過し、光軸補正素子ＳＥ
を通過して第１光検出器ＰＤ１の受光面に入射するので、その出力信号を用いて、第２の
光ディスクＯＤ２に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１１５】
　また、第１光検出器ＰＤ１上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第２半導体レーザＬＤ２か
らの光束を第２の光ディスクＯＤ２の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１１６】
　第３の光ディスクＯＤ３に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。第３半導体レーザＬＤ３（波長λ３＝７００ｎｍ～８００ｎｍ）から出射された光束
は、偏光ミラーＰＭで反射され、第２コリメートレンズＣＬ２に入射して平行光束となり
、更に第２の１／４波長板ＱＷＰ２を通過して、第２の対物レンズＯＢＪ２により集光さ
れて、第３の光ディスクＯＤ３の保護層（厚さｔ３＝１．１～１．３ｍｍ）を介してその
情報記録面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１１７】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第２の対物レン
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ズＯＢＪ２、第２の１／４波長板ＱＷＰ２、第２コリメートレンズＣＬ２、偏光ミラーＰ
Ｍを通過して、第２光検出器ＰＤ２の受光面に入射するので、その出力信号を用いて、第
３の光ディスクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１１８】
　また、第２光検出器ＰＤ２上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第３半導体レーザＬＤ３か
らの光束を第３の光ディスクＯＤ３の情報記録面に結像するように、第２の対物レンズＯ
ＢＪ２をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１１９】
　本実施の形態においても、光ピックアップ装置の組立時には、上述した（１）～（８）
のいずれかの調整を行えばよい。かかる調整により、各半導体レーザから照射された光束
を集光させたときにスポット光のコマ収差を極力抑えることができるが、本実施の形態で
は、本実施の形態では、実際の情報記録又は再生時に、光検出器からの信号に応じて相対
傾き変更手段を駆動することで、光ディスクの反りに起因したコマ収差や、残存する誤差
に起因したコマ収差を補正するようにしている。但し、組立時にコマ収差を調整すること
によって、実動作時における相対傾き変更手段の負担を軽減させることができ、その傾き
変更機構の小型化、省エネ、低コスト化を達成できる。
【０１２０】
　しかも、対物レンズを第１半導体レーザ及び第２半導体レーザの共用と、第３半導体レ
ーザ専用と、２つ設けているため、各々の波長に対応した光ディスクに対する結像性能の
光学設計的余裕が生じる。これは、特にレンズ厚や作動距離（ワーキングディスタンス）
を小さくすることが設計的に可能となり薄型の光ピックアップ装置を設計する上で効果的
である。また対物レンズ固有の収差マージンが大きくなるため、光ピックアップ装置の他
の光学部品の収差を緩和することができる。また光ピックアップ装置の構成部品に高い機
械的精度を要求することなく量産性に優れたものを設計することが可能で、光ピックアッ
プ装置のコスト低減を図ることができる。
【０１２１】
　図５は、高密度ＤＶＤ（第１の光ディスクともいう）、従来のＤＶＤ（第２の光ディス
クともいう）及びＣＤ（第３の光ディスクともいう）の全てに対して情報の記録／再生を
行える、第２の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。本実施の形
態においては、第１半導体レーザＬＤ１と、第２半導体レーザＬＤ２とが、同一の筐体内
に収納された、いわゆる２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐとなっている。
【０１２２】
　レンズホルダＨＤに対する２つの対物レンズの支持態様は、上述した実施の形態と同様
である（図３参照）。図５に示すように、レンズホルダＨＤは、アクチュエータＡＣＴに
より少なくとも２次元的に可動に支持されている。アクチュエータＡＣＴは、光ピックア
ップ装置のフレーム（不図示）に対して位置調整可能に取り付けられたアクチュエータべ
ースＡＣＴＢを有している。以上の構成は、上述した実施の形態と同様である。
【０１２３】
　第１の光ディスクＯＤ１に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。図５において、第１の光源としての第１半導体レーザＬＤ１（波長λ１＝３８０ｎｍ
～４５０ｎｍ）から出射された光束は、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐから外部へと出た
後、ビームシェイパＢＳを通過することで光束の形状を補正された上で、第１コリメート
レンズＣＬ１に入射して平行光束となる。第１コリメートレンズＣＬ１から出射した光束
は、光源から出射した光束を記録再生用のメインビームとトラッキングエラー信号検出用
のサブビームに分離するための光学手段である回折格子Ｇを通過し、更に偏光ビームスプ
リッタＰＢＳ及びエキスパンダーレンズＥＸＰを通過する。
【０１２４】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、更に１／４波長板ＱＷＰを通過して、
第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第１の光ディスクＯＤ１の保護層（厚さｔ
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１＝０．１～０．７ｍｍ）を介してその情報記録面に集光されここに集光スポットを形成
する。
【０１２５】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、１／４波長板ＱＷＰ、エキスパンダーレンズＥＸＰを通過して、偏光ビーム
スプリッタＰＢＳで反射され、更にセンサレンズＳＬを介して光検出器ＰＤの受光面に入
射するので、その出力信号を用いて、第１の光ディスクＯＤ１に情報記録された情報の読
み取り信号が得られる。
【０１２６】
　また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第１半導体レーザＬＤ１からの光
束を第１の光ディスクＯＤ１の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯＢＪ１
をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１２７】
　第２の光ディスクＯＤ２に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。第２半導体レーザＬＤ２（波長λ２＝６００ｎｍ～７００ｎｍ）から出射された光束
は、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐから外部へと出た後、ビームシェイパＢＳを通過する
ことで光束の形状を補正された上で、第１コリメートレンズＣＬ１に入射して平行光束と
なる。第１コリメートレンズＣＬ１から出射した光束は、光源から出射した光束を記録再
生用のメインビームとトラッキングエラー信号検出用のサブビームに分離するための光学
手段である回折格子Ｇを通過し、更に偏光ビームスプリッタＰＢＳ及びエキスパンダーレ
ンズＥＸＰを通過する。
【０１２８】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、ダイクロイックプリズムＤＰを通過し
、更に１／４波長板ＱＷＰを通過して、第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第
２の光ディスクＯＤ２の保護層（厚さｔ２＝０．５～０．７ｍｍ）を介してその情報記録
面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１２９】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、１／４波長板ＱＷＰ、エキスパンダーレンズＥＸＰを通過して、偏光ビーム
スプリッタＰＢＳで反射され、更にセンサレンズＳＬを介して光検出器ＰＤの受光面に入
射するので、その出力信号を用いて、第２の光ディスクＯＤ２に情報記録された情報の読
み取り信号が得られる。
【０１３０】
　また、光検出器ＰＤ上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出して、
合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第２半導体レーザＬＤ２からの光
束を第２の光ディスクＯＤ２の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯＢＪ１
をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１３１】
　第３半導体レーザＬＤ３はホログラムレーザであり、光源であるレーザチップＬＣと光
検出器ＰＤ３がパッケージ化されている。第３の光ディスクＯＤ３に対して情報の記録及
び／又は再生を行う場合について説明する。第３半導体レーザＬＤ３（波長λ３＝７００
ｎｍ～８００ｎｍ）のレーザチップＬＣから出射された光束は、第２コリメートレンズＣ
Ｌ２を通過して発散角を変更された後、第２の対物レンズＯＢＪ２により集光されて、第
３の光ディスクＯＤ３の保護層（厚さｔ３＝１．１～１．３ｍｍ）を介してその情報記録
面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１３２】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第２の対物レン
ズＯＢＪ２を通過し、第２コリメートレンズＣＬ２により集光されて第３半導体レーザＬ
Ｄ３内の光検出器ＰＤ３の受光面に入射するので、その出力信号を用いて、第３の光ディ
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スクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１３３】
　また、第３光検出器ＰＤ３上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第３半導体レーザＬＤ３か
らの光束を第３の光ディスクＯＤ３の情報記録面に結像するように、第２の対物レンズＯ
ＢＪ２をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１３４】
　本実施の形態においては、第１半導体レーザＬＤ１と第２半導体レーザＬＤ２とに２レ
ーザ１パッケージを使用しているので、これらは独立して光源位置を調整できないことに
なる。従って、光ピックアップ装置の組立時には、上述した（１）～（６）の調整を行え
ばよい。
【０１３５】
　かかる調整により、各半導体レーザから照射された光束を集光させたときにスポット光
のコマ収差を極力抑えることができるが、本実施の形態では、実際の情報記録又は再生時
に、光検出器からの信号に応じて相対傾き変更手段を駆動することで、光ディスクの反り
に起因したコマ収差や、残存する誤差に起因したコマ収差を補正するようにしている。但
し、組立時にコマ収差を調整することによって、実動作時における相対傾き変更手段の負
担を軽減させることができ、その傾き変更機構の小型化、省エネ、低コスト化を達成でき
る。
【０１３６】
　しかも、対物レンズを第１半導体レーザ及び第２半導体レーザの共用と、第３半導体レ
ーザ専用と、２つ設けているため、各々の波長に対応した光ディスクに対する結像性能の
光学設計的余裕が生じる。これは、特にレンズ厚や作動距離（ワーキングディスタンス）
を小さくすることが設計的に可能となり薄型の光ピックアップ装置を設計する上で効果的
である。また対物レンズ固有の収差マージンが大きくなるため、光ピックアップ装置の他
の光学部品の収差を緩和することができる。また光ピックアップ装置の構成部品に高い機
械的精度を要求することなく量産性に優れたものを設計することが可能で、光ピックアッ
プ装置のコスト低減を図ることができる。
【０１３７】
　図６は、図５の実施の形態の変形例にかかる光ピックアップ装置の概略構成図である。
本実施の形態が、図５の実施の形態に対して異なる点は、回折素子ＤＥを２レーザ１パッ
ケージ２Ｌ１Ｐとビーム整形素子ＢＳの間に配置している点である。尚、本実施の形態で
は、回折素子ＤＥは、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐのカバーを兼用している。
【０１３８】
　本実施の形態にかかる回折素子ＤＥは、光学面に回折構造を形成しており、第１の半導
体レーザＬＤ１の光束が入射したときには０次回折光が最も高い回折効率を有し、第２の
半導体レーザＬＤ２の光束が入射したときにはｎ次回折光が最も高い回折効率を有するよ
うに設定されている。かかる回折効果を利用することで、第１の半導体レーザＬＤ１が光
ピックアップ装置の光軸上に位置し、且つ第２の半導体レーザＬＤ２がその光軸からずれ
て配置されている場合でも、第２の半導体レーザＬＤ２から出射された光束が、２レーザ
１パッケージから出るときには、第１の半導体レーザＬＤ１から出射された光束と軸線が
一致するようにすることができ、それにより光検出器ＰＤ上での光軸ずれを回避すること
ができる。
【０１３９】
　図７は、高密度ＤＶＤ（第１の光ディスクともいう）、従来のＤＶＤ（第２の光ディス
クともいう）及びＣＤ（第３の光ディスクともいう）の全てに対して情報の記録／再生を
行える、第４の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。本実施の形
態においては、第２半導体レーザＬＤ２と、第３半導体レーザＬＤ３とが、同一の筐体内
に収納された、いわゆる２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐとなっている。
【０１４０】
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　レンズホルダＨＤに対する２つの対物レンズの支持態様は、上述した実施の形態と同様
である（図３参照）。図７に示すように、レンズホルダＨＤは、アクチュエータＡＣＴに
より少なくとも２次元的に可動に支持されている。アクチュエータＡＣＴは、光ピックア
ップ装置のフレーム（不図示）に対して位置調整可能に取り付けられたアクチュエータべ
ースＡＣＴＢを有している。対物レンズを支持するレンズホルダＨＤは、支持する２つの
対物レンズの両光軸の中間点でそれらと略平行に延在する軸線回りに回転可能となってお
り、第１の光ディスクＯＤ１又は第２の光ディスクＯＤ２に対して情報の記録及び／又は
再生を行う場合、図７に示すように、第１の対物レンズＯＢＪ１又は第２の光ディスクＯ
Ｄ２に１／４波長板ＱＷＰを通過した光束が入射する位置へと回転し、第３の光ディスク
ＯＤ３に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合、第２の対物レンズＯＢＪ２に１／
４波長板ＱＷＰを通過した光束が入射する位置へと回転するようになっている。
【０１４１】
　第１の光ディスクＯＤ１に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合、レンズホルダ
ＨＤを図７に示す位置へと回転移動させる。図７において、第１の光源としての第１半導
体レーザＬＤ１（波長λ１＝３８０ｎｍ～４５０ｎｍ）から出射された光束は、ビームシ
ェイパＢＳを通過することで光束の形状を補正された上で、第１コリメートレンズＣＬ１
に入射して平行光束となる。第１コリメートレンズＣＬ１から出射した光束は、第１回折
格子Ｇ１を通過し、更に第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１及びエキスパンダーレンズＥ
ＸＰを通過する。
【０１４２】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、ダイクロイックプリズムＤＰを通過し
、更に１／４波長板ＱＷＰを通過して、第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第
１の光ディスクＯＤ１の保護層（厚さｔ１＝０．１～０．７ｍｍ）を介してその情報記録
面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１４３】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、１／４波長板ＱＷＰ、ダイクロイックプリズムＤＰ、エキスパンダーレンズ
ＥＸＰを通過して、第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１で反射され、更に第１センサレン
ズＳＬ１を介して第１光検出器ＰＤ１の受光面に入射するので、その出力信号を用いて、
第１の光ディスクＯＤ１に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１４４】
　また、第１光検出器ＰＤ１上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第１半導体レーザＬＤ１か
らの光束を第１の光ディスクＯＤ１の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１４５】
　第２の光ディスクＯＤ２に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合、レンズホルダ
ＨＤを図７に示す位置へと回転移動させて、第２の対物レンズＯＢＪ２と第１の対物レン
ズＯＢＪ１の位置を入れ替える。第２半導体レーザＬＤ２（波長λ２＝６００ｎｍ～７０
０ｎｍ）から出射された光束は、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐから外部へと出た後、第
２コリメートレンズＣＬ２に入射して平行光束となる。第２コリメートレンズＣＬ２から
出射した光束は、第２回折格子Ｇ２を通過し、更に第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２を
通過して、ミラーＭＲで反射され、その後ダイクロイックプリズムＤＰで反射され、更に
１／４波長板ＱＷＰを通過して、第１の対物レンズＯＢＪ１により集光されて、第２の光
ディスクＯＤ２の保護層（厚さｔ２＝０．５～０．７ｍｍ）を介してその情報記録面に集
光されここに集光スポットを形成する。
【０１４６】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、１／４波長板ＱＷＰを通過し、ダイクロイックプリズムＤＰで反射され、そ
の後ミラーＭＲで反射され、また第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２で反射され、更に第
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２センサレンズＳＬ２を介して第２光検出器ＰＤ２の受光面に入射するので、その出力信
号を用いて、第２の光ディスクＯＤ２に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１４７】
　また、第２光検出器ＰＤ２上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第２半導体レーザＬＤ２か
らの光束を第２の光ディスクＯＤ２の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１４８】
　第３の光ディスクＯＤ３に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合も、レンズホル
ダＨＤを図７に示す位置から回転移動させる。第３半導体レーザＬＤ３（波長λ３＝７０
０ｎｍ～８００ｎｍ）から出射された光束は、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐから外部へ
と出た後、第２コリメートレンズＣＬ２に入射して平行光束となる。第２コリメートレン
ズＣＬ２から出射した光束は、第２回折格子Ｇ２を通過し、更に第２偏光ビームスプリッ
タＰＢＳ２を通過する。
【０１４９】
　第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２を通過した光束は、ミラーＭＲで反射され、その後
ダイクロイックプリズムＤＰで反射され、更に１／４波長板ＱＷＰを通過して、第２の対
物レンズＯＢＪ２により集光されて、第３の光ディスクＯＤ３の保護層（厚さｔ３＝１．
１～１．３ｍｍ）を介してその情報記録面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１５０】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第２の対物レン
ズＯＢＪ２、１／４波長板ＱＷＰを通過し、ダイクロイックプリズムＤＰで反射され、そ
の後ミラーＭＲで反射され、また第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２で反射され、更に第
２センサレンズＳＬ２を介して第２光検出器ＰＤ２の受光面に入射するので、その出力信
号を用いて、第３の光ディスクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１５１】
　また、第２光検出器ＰＤ２上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第３半導体レーザＬＤ３か
らの光束を第３の光ディスクＯＤ３の情報記録面に結像するように、第２の対物レンズＯ
ＢＪ２をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１５２】
　本実施の形態においては、第２半導体レーザＬＤ２と第３半導体レーザＬＤ３とに２レ
ーザ１パッケージを使用しているので、これらは独立して光源位置を調整できないことに
なる。従って、光ピックアップ装置の組立時には、上述した（１）、（３）、（５）、（
７）の調整を行えばよい。尚、２レーザ１パッケージのように２つの半導体レーザが同一
筐体にパッケージされた場合、発光源の間隔が１００μｍ程度であることもあるが、この
間隔が１５０μｍ程度以下であれば、第１の対物レンズＯＢＪ２に入射する両光束の傾き
は１度程度以内に収まるため、光軸に対して傾斜の大きい光束に像高優先設計の第２の対
物レンズＯＢＪ２を適用することにより、両光束とも良好な結像スポットとすることがで
きる。特に、両光束に対して像高優先設計の対物レンズが対応する場合（１）、（５）の
調整はより短波長の光束（第２半導体レーザＬＤ２からの光束）を光軸に近づけるように
することが好ましい。
【０１５３】
　かかる調整により、各半導体レーザから照射された光束を集光させたときにスポット光
のコマ収差を極力抑えることができるが、本実施の形態では、実際の情報記録又は再生時
に、光検出器からの信号に応じて相対傾き変更手段を駆動することで、光ディスクの反り
に起因したコマ収差や、残存する誤差に起因したコマ収差を補正するようにしている。但
し、組立時にコマ収差を調整することによって、実動作時における相対傾き変更手段の負
担を軽減させることができ、その傾き変更機構の小型化、省エネ、低コスト化を達成でき
る。
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【０１５４】
　しかも、対物レンズを第１半導体レーザ及び第２半導体レーザの共用と、第３半導体レ
ーザ専用と、２つ設けているため、各々の波長に対応した光ディスクに対する結像性能の
光学設計的余裕が生じる。これは、特にレンズ厚や作動距離（ワーキングディスタンス）
を小さくすることが設計的に可能となり薄型の光ピックアップ装置を設計する上で効果的
である。また対物レンズ固有の収差マージンが大きくなるため、光ピックアップ装置の他
の光学部品の収差を緩和することができる。また光ピックアップ装置の構成部品に高い機
械的精度を要求することなく量産性に優れたものを設計することが可能で、光ピックアッ
プ装置のコスト低減を図ることができる。
【０１５５】
　図８は、高密度ＤＶＤ（第１の光ディスクともいう）、従来のＤＶＤ（第２の光ディス
クともいう）及びＣＤ（第３の光ディスクともいう）の全てに対して情報の記録／再生を
行える、第５の実施の形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。本実施の形
態においては、第２半導体レーザＬＤ２と、第３半導体レーザＬＤ３とが、同一の筐体内
に収納された、いわゆる２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐとなっている。
【０１５６】
　レンズホルダＨＤに対する２つの対物レンズの支持態様は、上述した実施の形態と同様
である（図３参照）。図８に示すように、レンズホルダＨＤは、アクチュエータＡＣＴに
より少なくとも２次元的に可動に支持されている。アクチュエータＡＣＴは、光ピックア
ップ装置のフレーム（不図示）に対して位置調整可能に取り付けられたアクチュエータべ
ースＡＣＴＢを有している。
【０１５７】
　第１の光ディスクＯＤ１に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。図８において、第１の光源としての第１半導体レーザＬＤ１（波長λ１＝３８０ｎｍ
～４５０ｎｍ）から出射された光束は、ビームシェイパＢＳを通過することで光束の形状
を補正された上で、第１コリメートレンズＣＬ１に入射して平行光束となる。第１コリメ
ートレンズＣＬ１から出射した光束は、第１回折格子Ｇ１を通過し、更に第１偏光ビーム
スプリッタＰＢＳ１及びエキスパンダーレンズＥＸＰを通過する。
【０１５８】
　エキスパンダーレンズＥＸＰを通過した光束は、第１ダイクロイックプリズムＤＰ１を
通過し、更に第１の１／４波長板ＱＷＰ１を通過して、第１の対物レンズＯＢＪ１により
集光されて、第１の光ディスクＯＤ１の保護層（厚さｔ１＝０．１～０．７ｍｍ）を介し
てその情報記録面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１５９】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、第１の１／４波長板ＱＷＰ１第１ダイクロイックプリズムＤＰ１、エキスパ
ンダーレンズＥＸＰを通過して、第１偏光ビームスプリッタＰＢＳ１で反射され、更に第
１センサレンズＳＬ１を介して第１光検出器ＰＤ１の受光面に入射するので、その出力信
号を用いて、第１の光ディスクＯＤ１に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１６０】
　また、第１光検出器ＰＤ１上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第１半導体レーザＬＤ１か
らの光束を第１の光ディスクＯＤ１の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１６１】
　第２の光ディスクＯＤ２に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。第２半導体レーザＬＤ２（波長λ２＝６００ｎｍ～７００ｎｍ）から出射された光束
は、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐから外部へと出た後、回折補正素子ＤＥを通過し、更
に第２コリメートレンズＣＬ２に入射して平行光束となる。第２コリメートレンズＣＬ２
から出射した光束は、第２回折格子Ｇ２を通過し、更に第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ



(37) JP 4400319 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

２を通過して、第２ダイクロイックプリズムＤＰ２で反射され、その後第１ダイクロイッ
クプリズムＤＰ１で反射され、更に第１の１／４波長板ＱＷＰ１を通過して、第１の対物
レンズＯＢＪ１により集光されて、第２の光ディスクＯＤ２の保護層（厚さｔ２＝０．５
～０．７ｍｍ）を介してその情報記録面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１６２】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第１の対物レン
ズＯＢＪ１、第１の１／４波長板ＱＷＰ１を通過し、第１ダイクロイックプリズムＤＰ１
及び第２ダイクロイックプリズムＤＰ２で反射され、また第２偏光ビームスプリッタＰＢ
Ｓ２で反射され、更に第２センサレンズＳＬ２及び光軸補正素子ＳＥを介して第２光検出
器ＰＤ２の受光面に入射するので、その出力信号を用いて、第２の光ディスクＯＤ２に情
報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１６３】
　また、第２光検出器ＰＤ２上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第２半導体レーザＬＤ２か
らの光束を第２の光ディスクＯＤ２の情報記録面に結像するように、第１の対物レンズＯ
ＢＪ１をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１６４】
　第３の光ディスクＯＤ３に対して情報の記録及び／又は再生を行う場合について説明す
る。第３半導体レーザＬＤ３（波長λ３＝７００ｎｍ～８００ｎｍ）から出射された光束
は、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐから外部へと出た後、回折補正素子ＤＥを通過し、更
に第２コリメートレンズＣＬ２に入射して平行光束となる。第２コリメートレンズＣＬ２
から出射した光束は、第２回折格子Ｇ２を通過し、更に第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ
２を通過する。
【０１６５】
　第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２を通過した光束は、第２ダイクロイックプリズムＤ
Ｐ２、第２の１／４波長板ＱＷＰ２を通過して、第２の対物レンズＯＢＪ２により集光さ
れて、第３の光ディスクＯＤ３の保護層（厚さｔ３＝１．１～１．３ｍｍ）を介してその
情報記録面に集光されここに集光スポットを形成する。
【０１６６】
　そして情報記録面で情報ピットにより変調されて反射した光束は、再び第２の対物レン
ズＯＢＪ２、第２の１／４波長板ＱＷＰ２、第２ダイクロイックプリズムＤＰ２を通過し
、第２偏光ビームスプリッタＰＢＳ２で反射され、更に第２センサレンズＳＬ２及び光軸
補正素子ＳＥを介して第２光検出器ＰＤ２の受光面に入射するので、その出力信号を用い
て、第３の光ディスクＯＤ３に情報記録された情報の読み取り信号が得られる。
【０１６７】
　また、第２光検出器ＰＤ２上でのスポットの形状変化、位置変化による光量変化を検出
して、合焦検出やトラック検出を行う。この検出に基づいて、第３半導体レーザＬＤ３か
らの光束を第３の光ディスクＯＤ３の情報記録面に結像するように、第２の対物レンズＯ
ＢＪ２をレンズホルダＨＤごと移動させるように、アクチュエータＡＣＴを駆動する。
【０１６８】
　本実施の形態においては、第２半導体レーザＬＤ２と第３半導体レーザＬＤ３とに２レ
ーザ１パッケージを使用しているので、これらは独立して光源位置を調整できないことに
なる。しかしながら、２レーザ１パッケージ２Ｌ１Ｐを出た光束は、回折素子ＤＥに入射
し、ここでコマ収差補正を行える。補正量は、回折素子（光軸補正素子ともいう）ＤＥの
回転量に応じて変化する。従って、光ピックアップ装置の組立時には、第３半導体レーザ
ＬＤ３のシフト調整を行う場合、上述した（２）、（４）、（６）、（８）の調整時に、
第３半導体レーザＬＤ３を光軸直交方向に移動させる代わりに、回折補正素子ＤＥを適宜
回転させることで、シフト調整処理がなされることとなる。尚、光軸補正素子ＳＥは、上
述の回折補正素子ＤＥを用いたシフト調整を行った結果、第２光検出器ＰＤ２の受光面に
おける、半導体レーザＬＤ２、ＬＤ３の両光束のスポット光のズレを補正するように、そ
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の位置を調整する。
【０１６９】
　更に、本実施の形態においては、第２半導体レーザＬＤ２と第３半導体レーザＬＤ３と
に２レーザ１パッケージを使用しているので、両光源の間隔が大きい（例えば１００μｍ
以上）と、像高優先設計に対応する光路の光軸の傾きが大きくなる可能性がある。ここで
トラッキングエラー検出のために、両波長の光束を３ビームに分割して第２光検出器ＰＤ
２で検出する場合、傾角優先設計側もある程度像高を考慮する必要があり、そのとき像高
優先側の正弦条件は多少不満足とする必要がある。よって、像高優先設計側の波長に対す
る光軸の傾きが大きいとコマ収差が生じてしまい、これを補正するには（３）～（７）の
調整を繰り返し行う必要があり、コストアップとなる。また、分割された３ビームのうち
、一対のサブビームの光軸が対物レンズの光軸に対してアンバランスとなるため、両サブ
ビームスポットの品質が異なってしまう可能性がある。そこで、回折補正素子ＤＥを用い
ることで、第２半導体レーザＬＤ２の光束と、第３半導体レーザＬＤ３の光束の発光点を
一致させるように補正し、上述した問題を解決することができる。
【０１７０】
　かかる調整により、各半導体レーザから照射された光束を集光させたときにスポット光
のコマ収差を極力抑えることができるが、本実施の形態では、実際の情報記録又は再生時
に、光検出器からの信号に応じて相対傾き変更手段を駆動することで、光ディスクの反り
に起因したコマ収差や、残存する誤差に起因したコマ収差を補正するようにしている。但
し、組立時にコマ収差を調整することによって、実動作時における相対傾き変更手段の負
担を軽減させることができ、その傾き変更機構の小型化、省エネ、低コスト化を達成でき
る。
【０１７１】
　更に本実施の形態においても、光ピックアップ装置の組立時には、上述した（１）～（
８）のいずれかの調整を行えばよい。かかる調整により、各半導体レーザから照射された
光束を集光させたときにスポット光のコマ収差を極力抑えることができるが、本実施の形
態では、実際の情報記録又は再生時に、光検出器からの信号に応じて傾き補正手段を駆動
することで、光ディスクの反りに起因したコマ収差や、残存する誤差に起因したコマ収差
を補正するようにしている。但し、組立時にコマ収差を調整することによって、実動作時
における傾き補正手段の可動範囲（補正可能範囲）を最低限とすることができ、その傾き
補正機構及びその駆動回路などの設計・製造が容易になり、コスト削減、小型化、省エネ
が達成できる。
【０１７２】
　しかも、対物レンズを第１半導体レーザ及び第２半導体レーザの共用と、第３半導体レ
ーザ専用と、２つ設けているため、各々の波長に対応した光ディスクに対する結像性能の
光学設計的余裕が生じる。これは、特にレンズ厚や作動距離（ワーキングディスタンス）
を小さくすることが設計的に可能となり薄型の光ピックアップ装置を設計する上で効果的
である。また対物レンズ固有の収差マージンが大きくなるため、光ピックアップ装置の他
の光学部品の収差を緩和することができる。また光ピックアップ装置の構成部品に高い機
械的精度を要求することなく量産性に優れたものを設計することが可能で、光ピックアッ
プ装置のコスト低減を図ることができる。
【０１７３】
　図９は、２レーザ１パッケージの光源と回折素子とを保持する２つの例を示す断面図で
あり、２レーザ１パッケージの光源と回折素子とを用いる上述した実施の形態に適用でき
る。図９（ａ）において、略中空円筒状の保持枠ＨＦの下面の座繰り部ＨＦａに２レーザ
１パッケージ２Ｌ１Ｐが取り付けられ、その上面の座繰り部ＨＦｂに回折素子ＤＥが取り
付けられる。尚、回折素子ＤＥは、組み付け時に座繰り部ＨＦｂ内で適宜回転された後、
接着剤で固定されると好ましい。
【０１７４】
　図９（ｂ）において、略中空円筒状の保持枠ＨＦの下面の座繰り部ＨＦａに２レーザ１
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パッケージ２Ｌ１Ｐが取り付けられ、その上面の座繰り部ＨＦｂに、環状の支持部Ｒを介
して回折素子ＤＥが取り付けられる。尚、回折素子ＤＥは、組み付け時に座繰り部ＨＦｂ
内で適宜回転された後、接着剤で固定されると好ましい。
【０１７５】
　図１０は、レンズホルダの変形例を示す図３と同様な断面図である。図３に示す実施の
形態に対して、本変形例においては、開口ＨＤｂの図で上面の座繰り部ＨＤｄの内周面と
、対物レンズＯＢＪ２のフランジＦＬ２が当接しておらず、対物レンズＯＢＪ２のレンズ
ホルダＨＤに対する傾きを調整した後に、両者を接着剤Ｂで接着している点が異なる。よ
り具体的には、レンズホルダＨＤに対して非接触の状態で、不図示の治具で対物レンズＯ
ＢＪ２を把持しつつ傾き調整を行い、調整後に対物レンズＯＢＪ２のフランジＦＬ２と、
レンズホルダＨＤの座繰り部ＨＤｄとの間の空間に、接着剤Ｂを充填する。それ以外につ
いては共通するので、説明を省略する。
【０１７６】
　図１１は、対物レンズを把持する治具とレンズホルダの別な変形例とを示す図であり、
図１１（ａ）はその上面図、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）の構成をＢ－Ｂ線に沿って切
断して矢印方向に見た図であり、図１１（ｃ）は、図１１（ａ）の構成をＣ－Ｃ線に沿っ
て切断して矢印方向に見た図である。
【０１７７】
　本変形例においては、レンズホルダＨＤの上面に、その長手方向を横切るようにして開
口ＨＤｂにつながる溝（凹部）ＨＤｇが形成されている。対物レンズＯＢＪ２を把持する
治具Ｊは、対向する一対のアームＪＡ、ＪＢからなる。アームＪＡ、ＪＢは、それぞれ先
端から奥に向かうにつれて幅が狭くなるテーパ支持部ＪＡａ、ＪＢａを有している。それ
以外については共通するので、説明を省略する。
【０１７８】
　傾き調整時に、テーパ支持部ＪＡａ、ＪＢａにより対物レンズＯＢＪ２のフランジＦＬ
２を把持した治具Ｊは、レンズホルダＨＤの上方（図１１（ｂ）の上方）から、開口ＨＤ
ｂに接近する。このとき、溝ＨＤｇが設けられているので、治具ＪとレンズホルダＨＤと
の干渉が回避される。
【０１７９】
　図１１（ｃ）に示す位置まで治具Ｊを下降させた後、対物レンズＯＢＪ２の傾き調整を
行い、調整後に対物レンズＯＢＪ２のフランジＦＬ２と、レンズホルダＨＤの座繰り部Ｈ
Ｄｄとの間に、接着剤（不図示）を充填する。接着剤が固化した後に、アームＪＡ、ＪＢ
を離隔する方向に移動させることで、対物レンズＯＢＪ２の把持を終了する。
【０１８０】
　以上述べたように、本実施の形態にかかる光ピックアップ装置の組立方法によれば、第
１～第３半導体レーザから出射されるそれぞれの光束に対して、コマ調整が最適化されて
いるため、傾き変更機構を動作させることで、調整後の実動作時において使用ディスクに
チルトバラッキが生じても精度の高いコマ収差抑制が可能となる。また調整時のコマ調整
の最適化により、傾き変更機構にコマ抑制機能の負担を軽減させることができるため、傾
き変更機構やその駆動回路などの作成が容易になり、コスト削減、小型化が達成できる。
【０１８１】
　以上、本発明を実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定
して解釈されるべきではなく、適宜変更・改良が可能であることはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【０１８２】
【図１】光源ＬＤと、対物レンズＯＢＪと、光ディスクＯＤからなる系を示す概略図、及
び像高優先設計と傾角優先設計とを説明するための図である。
【図２】第１の形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。
【図３】２つの対物レンズを保持するレンズホルダの断面図である。
【図４】第２の実施形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。
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【図５】第３の実施形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。
【図６】変形例にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。
【図７】第４の形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。
【図８】第５の形態にかかる光ピックアップ装置の概略断面図である。
【図９】２レーザ１パッケージの光源と回折素子とを保持する２つの例を示す断面図であ
る。
【図１０】レンズホルダの変形例を示す図３と同様な断面図である。
【図１１】対物レンズを把持する治具とレンズホルダの別な変形例とを示す図である。
【図１２】光ピックアップ装置の一例を上面から見た図である。
【図１３】光ピックアップ装置ごと対物レンズの傾きを調整する傾き変更機構１０の側面
図である。
【図１４】レンズホルダごと対物レンズを傾ける傾き変更機構２０の斜視図である。
【図１５】光ピックアップ装置ごと対物レンズを傾ける傾き変更機構３０の斜視図である
。
【符号の説明】
【０１８３】
ＬＤ１　第１半導体レーザ
ＬＤ２　第２半導体レーザ
ＬＤ３　第３半導体レーザ
ＨＤ　レンズホルダ
ＯＢＪ１　第１の対物レンズ
ＯＢＪ２　第２の対物レンズ
ＡＣＴ　アクチュエータ
ＡＣＴＢ　アクチュエータベース
Ｊ　治具
１０，２０、３０　傾き変更機構
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【図７】 【図８】
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【図１１】

【図１２】 【図１３】



(44) JP 4400319 B2 2010.1.20

【図１４】 【図１５】



(45) JP 4400319 B2 2010.1.20

10

フロントページの続き

(72)発明者  黒釜　龍司
            東京都八王子市石川町２９７０番地　コニカミノルタオプト株式会社内
(72)発明者  八木　克哉
            東京都八王子市石川町２９７０番地　コニカミノルタオプト株式会社内

    審査官  宮下　誠

(56)参考文献  特開平１１－２７３０９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３３４４７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０５９０９１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｂ　　　７／１２－７／２２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

